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【
要
約
】
　
西
暦
九
一
八
年
、
朝
鮮
半
島
に
成
立
し
た
高
麗
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
政
治
形
態
と
し
て
翼
主
制
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
悪
主
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制
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
単
純
に
恣
意
的
か
つ
独
裁
的
な
政
治
形
態
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
支
配
階
級
一
般
の
意
思
を
尊
重
す
る
国
王
は
、
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惣
山
に
従
属
す
る
各
種
の
官
僚
貴
族
に
対
し
、
し
ば
し
ば
国
政
上
の
重
要
案
件
を
諮
問
す
る
機
会
を
作
っ
た
が
、
そ
の
種
の
諮
問
会
議
の
構
造
は
、
こ
れ

を
ω
宰
隠
・
枢
密
、
②
侍
臣
四
品
以
上
、
③
文
武
三
品
以
上
と
い
う
大
別
三
つ
の
構
成
要
素
に
分
節
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
大
略
五
十
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員
前
後
の
こ
れ
ら
の
最
高
級
官
僚
層
に
よ
っ
て
そ
の
最
高
意
思
が
形
成
さ
れ
て
い
く
国
家
と
は
、
そ
れ
自
体
十
分
に
専
制
的
な
国
家
形
態
で
あ
る
こ
と
に
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は
違
い
な
い
が
、
反
面
、
こ
の
よ
う
に
し
て
支
配
階
級
一
般
の
意
思
を
尊
重
し
て
い
く
君
主
湖
の
あ
り
方
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
現
晒
し
た
君
主
権
一

般
に
も
通
零
す
る
高
麗
国
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
貴
族
制
的
鷺
主
制
の
形
態
と
で
も
評
価
し
て
お
く
こ
と
が
で

き
よ
う
。
本
稿
で
は
、
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
高
麗
国
の
一
連
の
女
真
戦
争
を
題
材
と
し
て
、
高
麗
庶
家
朝
に
お
け
る
意
思
決
定
の
塑
造
を
、
そ
の
三

管
機
構
と
い
う
場
の
構
造
分
析
に
即
し
て
検
討
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
六
巻
黒
号
　
［
九
九
三
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

高
麗
国
第
十
五
代
、
粛
宗
明
孝
大
王
の
九
年
（
一
一
〇
四
）
春
二
月
初
午
欝
（
壬
子
）
、
橘
瀬
旬
（
冨
蜀
コ
飼
）
地
方
を
め
ぐ
っ
て
利
害
の
対
立

し
て
い
た
高
麗
国
と
完
二
部
女
真
の
勢
力
は
、
高
麗
国
定
州
の
関
外
に
お
い
て
互
い
に
軍
事
衝
突
し
、
高
麗
国
は
二
た
び
戦
っ
て
填
た
び
敗
績

し
た
。
こ
の
第
一
次
の
女
真
戦
争
を
史
乗
に
甲
申
の
役
と
呼
ぶ
。
次
代
、
容
宗
文
孝
大
王
の
二
年
（
二
〇
七
）
冬
十
二
月
十
四
日
（
乙
乗
）
、
高
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面
繋
は
再
び
掲
瀬
衝
に
侵
攻
し
、
こ
の
地
を
平
定
し
て
九
つ
の
城
鎮
を
築
難
し
た
が
、
た
ち
ま
ち
完
顔
部
女
真
の
反
攻
を
受
け
、
鋸
歯
四
年
　
珊



（
＝
〇
九
）
秋
七
月
初
三
日
（
丙
午
）
、
つ
い
に
心
耳
旬
か
ら
の
全
面
的
な
撤
退
を
表
明
し
た
。
こ
の
第
二
次
の
女
真
戦
争
を
史
乗
に
九
回
の
役

と
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
高
麗
国
の
一
連
の
女
真
戦
争
に
関
し
て
は
、
池
内
軍
国
の
古
典
的
労
作
「
完
歩
氏
の
掲
瀬
飼
経
略

　
　
　
　
　
　
　
①

と
舞
罐
の
九
城
の
役
」
に
詳
し
い
が
、
そ
の
先
学
に
よ
る
史
実
考
証
の
観
点
と
は
一
応
別
個
の
問
題
点
と
し
て
、
今
回
私
は
、
こ
れ
ら
一
連
の

経
緯
の
中
か
ら
高
麗
国
に
お
け
る
意
思
決
定
の
問
題
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
前
近
代
社
会
に
お
け
る
専
制
国
家
～
般
の
場
合
と
同
様
に
、
当
時
の
高
麗
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
国
家
と
し
て
の
最
高
意
思
が
、
一
義
的
に

は
国
王
一
個
人
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
し
た
君
主
専
制
に
よ
る
高
麗
国
の
意
思
決
定
の
あ
り
方
は
、

決
し
て
単
純
に
恣
意
的
か
つ
独
裁
的
な
政
治
形
態
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
異
象
の
意
思
決
定
に
際
し
て
は
、
そ
れ
が
国
政
上
の
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

要
案
件
で
あ
る
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
支
配
階
級
一
般
の
意
思
を
集
約
し
て
い
く
為
の
装
置
と
し
て
、
各
種
の
官
僚
貴
族
を
召
集
し
た
一
種
の
諮

問
会
議
を
開
催
す
る
と
い
う
慣
例
が
あ
り
、
こ
の
種
の
諮
問
会
議
の
存
在
は
一
も
と
よ
り
意
思
機
関
と
し
て
は
翼
主
権
に
従
属
す
る
未
分
化

・
未
確
立
の
存
在
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
－
　
国
王
一
個
人
に
お
け
る
最
高
意
思
の
決
定
を
一
定
程
度
誘
導
な
い
し
規
定
し
て
い
っ
た
存

在
と
し
て
、
そ
の
政
治
欄
度
上
極
め
て
重
要
な
意
義
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
評
価
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
本
稿
で
は
こ
の
種
の
諮
閥
会
議
の
存
在
を
、
そ
の
官
僚
機
構
と
い
う
揚
の
構
造
分
析
に
即
し
て
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
そ
の

際
、
上
記
の
一
連
の
女
真
戦
争
は
、
本
稿
の
こ
の
課
題
に
対
し
、
恐
ら
く
は
恰
好
の
題
材
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
ぜ
と
い
っ
て
、
高
麗
国
と
い
う
ひ
と
つ
の
権
力
体
が
そ
の
命
運
を
か
け
た
意
思
決
定
に
臨
む
と
き
、
そ
こ
に
は
権
力
体
の
持
つ
組
織
構
造
が

最
も
本
質
的
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
く
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

①
池
内
宏
「
完
顔
面
の
掲
瀬
殉
経
略
と
サ
瑠
の
九
城
の
役
」
（
『
満
塁
史
研
究
』
中

世
第
合
冊
、
一
九
三
七
年
、
東
京
、
座
右
之
宝
）

②
　
官
僚
と
貨
族
の
存
在
は
政
治
的
・
社
会
的
概
念
と
し
て
は
も
と
よ
り
捌
個
の
存

在
で
あ
る
が
、
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
は
、
理
念
上
す
べ
て
の
貴
族

階
級
が
君
主
権
の
下
に
従
属
し
、
そ
の
宮
僚
と
し
て
の
奉
仕
を
通
じ
て
貴
族
と
し

て
の
身
分
を
維
持
し
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
し
ば
ら
く
そ
の

共
通
面
の
み
を
抽
象
し
、
こ
れ
を
官
僚
貴
族
と
し
て
措
定
し
て
お
く
。
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高麗容宗朝における意思決定の構造（矢木）

宰
臣
・
枢
密
　
ω

　
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
高
麗
国
の
一
連
の
女
真
戦
争
に
関
し
て
は
、
既
に
池
重
盗
氏
の
労
作
も
あ
り
、
そ

の
事
件
史
的
推
移
は
先
学
の
記
述
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
稿
に
お
け
る
極
め
て
抽
象
的
な
論
理
次
元
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
要
す
る

に
掲
電
着
侵
攻
の
意
思
決
定
に
始
ま
っ
て
、
掲
瀬
旬
撤
退
の
意
思
決
定
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
、
九
城
の
役
に
お
け
る
掲
瀬
旬

侵
攻
の
経
緯
を
概
括
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
高
麗
国
の
意
思
決
定
の
構
造
を
模
式
化
し
て
み
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
九
城
の
役
に
お
け
る
掲
瀬
旬
侵
攻
の
決
定
は
、
萌
芽
的
に
は
既
に
容
宗
即
位
年
（
一
一
〇
五
）
冬
十
二
月
前
後
の
段
階
に
お
い
て
行

わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
年
十
二
月
初
九
日
（
壬
申
）
、
高
麗
国
で
は
右
散
騎
曽
爾
柳
子
維
を
東
界
面
発
兵
馬
使
に
任
命
し
、
内
侍
・
砥
候
崔
弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

正
を
そ
の
判
官
に
任
命
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
早
発
兵
馬
使
と
は
、
東
北
辺
境
（
東
界
）
に
お
け
る
増
援
部
隊
の
司
令
官
と
い
う
ほ

ど
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
増
派
に
至
っ
た
背
景
に
は
1
具
体
的
史
料
こ
そ
欠
落
す
る
も
の
の
　
　
当
然
相
妾
程
度
の
軍
事
的
緊

張
が
当
時
の
東
北
辺
境
に
お
い
て
発
生
し
て
い
た
も
の
と
想
定
し
て
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
（
容
宗
即
位
年
冬
十
二
月
十
二
濤
）
乙
亥
。
宰
枢
を
面
明
殿
に
召
し
、
学
界
の
辺
薯
を
問
う
（
『
高
麗
史
』
巻
十
二
、
容
子
世
家
）
。

右
の
よ
う
に
「
宰
枢
」
を
召
集
し
て
当
面
の
対
応
策
を
協
議
し
た
国
王
は
、
そ
の
協
議
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
同
十
六
日
（
己
卯
）
に
大
規
模

な
作
戦
軍
（
行
鴬
）
の
編
成
を
発
令
し
て
い
る
が
、
但
し
こ
の
度
の
軍
事
衝
突
は
、
あ
る
種
の
折
衝
努
力
の
結
果
と
し
て
一
旦
は
回
避
さ
れ
た

も
の
ら
し
い
。

　
続
い
て
容
宗
二
年
目
＝
〇
七
）
冬
閏
十
月
前
後
の
状
況
は
、
再
び
東
北
辺
境
に
お
け
る
軍
事
的
緊
張
の
発
生
を
示
し
て
お
り
、
事
態
は
九
城

の
役
の
発
令
へ
と
直
接
に
結
び
付
い
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　
　
二
年
、
議
定
報
ず
ら
く
「
女
真
熱
雲
、
辺
城
に
侵
激
す
。
そ
の
酋
長
、
一
胡
藏
の
魚
尾
に
縣
く
る
を
以
て
諸
部
落
に
転
示
し
、
以
て
事
を
議
す
。
そ
の
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
測
り
が
た
し
」
と
。
王
こ
れ
を
聞
き
、
重
光
殿
の
仏
籠
に
蔵
す
る
所
の
南
宗
の
誓
疏
を
出
し
、
以
て
両
三
大
臣
に
示
す
。
大
臣
奉
読
し
、
涕
を
流
し
て
田
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く
「
塑
考
の
遺
旨
、
深
切
な
る
こ
と
此
の
若
し
。
其
れ
こ
れ
を
忘
る
ぺ
け
ん
や
」
と
。
乃
ち
書
を
上
り
、
先
皇
を
継
い
で
こ
れ
を
伐
た
ん
こ
と
を
請
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
③

　
　
王
猶
慶
し
て
未
だ
決
せ
ず
。
平
滝
雪
娘
巣
棲
に
命
じ
て
大
筋
に
簸
わ
し
め
、
門
鑑
の
既
済
に
失
く
し
に
遇
う
。
遂
に
議
を
出
師
に
定
め
、
罐
を
以
て
元
帥

　
　
と
為
し
、
知
枢
密
院
事
呉
延
寵
を
こ
れ
に
副
と
す
（
『
高
瀬
史
』
巻
九
十
六
、
勢
罐
伝
）
。

右
の
よ
う
に
　
「
両
府
大
臣
」
の
進
言
を
受
け
、
ま
た
祖
宗
在
天
の
霊
に
よ
る
易
断
を
受
け
て
出
師
を
決
定
し
た
困
王
は
、
そ
の
後
、
太
史
局

（
日
読
）
の
進
言
に
よ
っ
て
一
旦
西
京
に
行
幸
し
、
同
十
二
月
初
一
日
（
壬
午
）
、
こ
の
地
に
お
い
て
正
式
に
易
瀬
旬
へ
の
侵
攻
作
戦
を
発
令
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

父
王
粛
宗
の
麗
去
以
後
、
い
わ
ゆ
る
諒
閣
三
年
目
満
了
し
た
、
ま
さ
し
く
そ
の
月
初
め
の
一
日
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
九
城
の
役
に
お
け
る
掲
瀬
旬
侵
攻
の
経
緯
を
概
括
し
た
私
た
ち
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
高
麗
国
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
造
の
、
そ
の

核
心
部
分
を
容
易
に
見
定
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
体
に
中
国
軍
宋
の
官
制
を
継
受
し
た
高
麗
国
に
お
い
て
は
、
国
王
の
意
思
決
定
を

輔
弼
す
る
一
種
の
政
策
擬
定
機
関
と
し
て
、
中
書
門
下
・
枢
密
院
と
い
う
二
つ
の
宰
相
会
議
体
が
存
在
し
、
こ
れ
を
並
称
し
て
両
府
と
い
う
。

「
宰
枢
偏
と
は
こ
の
中
書
門
下
の
宰
相
（
宰
臣
）
と
枢
密
院
の
宰
根
（
継
密
）
の
、
宰
臣
・
枢
密
の
縮
約
語
に
相
当
し
、
ま
た
「
両
府
大
臣
」
と

は
中
書
門
下
・
枢
密
院
の
、
両
府
の
宰
糧
を
意
味
す
る
の
で
、
結
局
こ
れ
ら
の
宰
臣
・
枢
密
こ
そ
は
、
国
王
に
お
け
る
意
思
決
定
の
過
程
に
最

も
近
し
い
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
同
様
の
事
柄
は
、
こ
れ
を
各
種
の
儀
礼
史
料
に
即
し
て
も
確
認
で
き
る
。

　
　
　
《
冊
王
妃
儀
》
大
観
殿
回
申
。
前
一
日
、
尚
禽
局
、
王
座
を
大
観
殿
に
翻
す
る
こ
と
常
儀
の
如
く
す
。
…
…
門
下
侍
申
・
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
の
位
を

　
　
王
座
の
東
南
、
西
向
、
北
上
に
設
け
、
枢
密
の
位
を
王
座
の
西
爾
、
東
向
、
北
上
に
鳴
く
（
『
高
麗
鼠
』
巻
六
十
五
、
礼
志
七
、
六
礼
）
。

　
　
　
《
王
太
子
加
元
服
儀
》
大
観
殿
陳
設
。
前
一
日
、
尚
下
局
、
王
座
を
大
観
殿
に
設
く
る
こ
と
常
儀
の
如
く
す
。
…
…
宰
臣
の
佼
を
王
座
の
東
南
、
西
向
、

　
　
北
上
に
、
枢
密
の
位
を
王
座
の
西
南
、
東
向
、
北
上
に
設
く
（
同
右
）
。

正
衙
大
観
殿
（
旧
称
乾
徳
殿
）
に
出
御
南
面
し
た
国
王
に
対
し
、
中
書
門
下
の
宰
相
（
宰
臣
）
が
王
座
の
東
南
、
西
向
き
に
、
北
を
上
座
と
し
て

位
置
を
占
め
、
他
方
、
枢
密
院
の
宰
粗
（
縮
密
）
が
王
座
の
西
南
、
東
向
き
に
、
北
を
上
座
と
し
て
位
置
を
占
め
る
…
…
と
い
う
こ
れ
ら
の
儀
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注
の
一
節
は
、
国
王
の
意
思
決
定
の
過
程
に
最
も
近
し
い
存
在
と
し
て
の
宰
臣
・
枢
密
を
、
そ
の
理
念
的
・
視
覚
的
な
側
面
か
ら
最
も
よ
く
表

現
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
う
ち
中
書
門
下
の
宰
相
（
宰
臣
）
と
は
－
　
上
記
の
儀
礼
史
料
に
よ
る
比
較
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
一
狭
義
に
は
門
下
侍
中

（
従
一
品
）
、
門
下
侍
郎
（
正
二
品
）
、
中
書
侍
郎
（
正
二
晶
）
の
三
員
を
指
す
。
本
来
三
省
の
長
宮
一
i
尚
書
令
・
門
下
侍
中
・
中
書
令
一
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
こ
の
宰
相
会
議
体
に
副
長
音
無
の
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
が
参
与
す
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
が
、
実
際
に
は
こ
の
三
省
の

長
官
の
う
ち
、
尚
書
令
・
中
書
令
の
ポ
ス
ト
は
慣
例
上
欠
員
と
さ
れ
て
お
り
、
他
藩
が
倒
懸
事
（
同
中
書
門
下
平
章
欝
）
の
職
名
を
兼
帯
し
て
そ

の
宰
臣
と
し
て
の
職
掌
を
代
行
す
る
。
高
麗
国
で
は
こ
の
平
章
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
が
実
質
上
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
の
二
官
に
限
定
さ
れ

て
い
る
た
め
に
一
あ
る
い
は
逆
に
雷
う
と
、
平
田
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
の
い
ず
れ
か
の
翰
墨
を
兼
帯
す

　
　
　
⑤

る
た
め
に
一
－
結
局
こ
の
門
下
侍
中
、
門
下
侍
郎
（
平
工
事
）
、
中
書
侍
郎
（
平
章
事
）
の
三
員
が
、
狭
義
の
い
わ
ゆ
る
宰
臣
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
現
実
の
政
局
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
真
宰
（
侍
中
・
平
章
事
）
以
外
に
も
、
僕
射
（
正

二
口
㎜
）
、
尚
書
（
正
三
漏
）
ク
ラ
ス
の
諸
官
僚
が
特
に
中
書
門
下
の
議
事
に
参
与
し
て
い
く
場
合
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
参
知
政
事
・
政
堂
文
学
・

知
門
下
省
事
な
ど
、
各
官
僚
の
資
本
に
応
じ
た
宰
臣
待
遇
の
職
名
を
兼
帯
す
る
。
そ
こ
で
中
書
門
下
の
宰
相
（
宰
臣
）
は
、
広
義
に
は
通
常
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

員
前
後
を
そ
の
員
額
と
し
て
い
た
も
の
ら
し
い
。

　
他
方
、
纏
密
院
の
宰
相
（
枢
密
）
と
は
、
本
来
宮
中
に
お
け
る
機
密
顧
問
官
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
に
は
主
に
僕
射
（
正
二
品
）
、
尚
書
（
正
三

品
）
、
乱
悪
（
従
三
品
）
ク
ラ
ス
の
諸
官
僚
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
判
枢
密
院
事
・
枢
密
院
使
・
知
枢
密
忌
事
・
同
知
枢
密
忌
事
・
枢
密
院

副
使
・
嬢
書
枢
密
院
事
な
ど
、
各
官
僚
の
年
輪
に
応
じ
た
機
密
顧
問
官
と
し
て
の
職
名
を
兼
帯
す
る
。
そ
の
員
額
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
も
多

い
が
、
少
な
く
と
も
上
記
の
儀
礼
史
料
に
関
す
る
限
り
、
狭
義
の
宰
臣
議
員
に
対
座
す
べ
き
枢
密
院
の
宰
相
は
、
そ
の
儀
礼
に
お
け
る
視
覚
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

効
果
か
ら
い
っ
て
一
さ
ら
に
は
実
際
の
任
官
事
例
に
即
し
て
見
て
も
　
　
通
常
三
員
前
後
を
そ
の
員
額
と
し
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
中
書
門
下
の
宰
桐
（
宰
眠
）
と
枢
密
院
の
宰
相
（
縮
密
）
と
、
こ
れ
ら
大
略
八
員
前
後
の
官
僚
貴
族
こ
そ
、
高
麗
国
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
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造
の
、
そ
の
核
心
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
　
『
高
麗
史
』
巻
十
二
、
霧
宗
世
家
、
即
位
年
冬
十
二
月
垂
申
条
。
以
下
『
高
麗

　
史
料
審
宗
世
家
を
典
拠
と
す
る
単
な
る
誹
実
認
識
の
問
題
に
関
し
て
は
、
そ
の
史

　
料
の
提
示
を
省
略
す
る
。

②
「
三
際
の
曲
尺
」
に
関
し
て
は
『
高
麗
史
』
に
次
の
よ
う
な
そ
の
逸
文
が
見
え

　
て
い
る
。
「
王
発
償
、
告
天
地
紳
明
、
願
借
陰
扶
、
血
合
越
境
、
切
懸
占
地
創
仏

　
宇
」
（
『
山
尚
㎜
鹿
繭
父
』
巻
九
∴
一
六
、
テ
瑠
伝
）
。
「
故
丁
丁
考
、
…
繊
二
言
臼
『
ム
コ
若
掃
弗
渤

　
醜
類
、
即
於
賊
境
、
築
設
域
墜
、
鮒
寺
宇
、
恢
張
仏
法
』
」
（
『
高
麗
史
駈
上
十
三
、

　
審
宗
世
家
、
四
年
夏
五
月
癸
丑
条
、
宣
旨
）
。
い
ず
れ
も
断
片
的
な
文
雷
で
は
あ

　
る
が
、
能
く
甲
申
の
役
に
苦
杯
を
嘗
め
さ
せ
ら
れ
た
粛
宗
の
胸
中
を
伝
え
て
く
れ

　
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

⑧
「
攻
の
既
済
に
幽
く
扁
の
易
断
に
関
し
て
は
、
『
周
易
隔
攻
卦
の
卦
辞
に
「
習

　
攻
。
有
孚
。
赤
心
亨
。
行
有
尚
」
と
見
え
て
お
り
、
ま
た
既
済
の
卦
辞
に
は
「
既

　
済
。
小
亨
。
利
貞
。
初
吉
軍
票
扁
と
見
え
て
い
る
。
甲
申
の
役
に
お
け
る
二
度
の

　
敗
績
は
、
ま
さ
し
く
重
な
る
険
難
（
習
釈
）
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、

　
誠
実
に
行
動
す
れ
ば
功
績
も
あ
が
り
（
行
有
尚
）
、
淵
瀬
殉
の
制
圧
は
完
成
（
既

　
済
）
に
競
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
心
か
。
こ
の
際
「
初
吉
終
乱
」
と
見
え
て
い
る

　
の
は
や
や
気
掛
か
り
な
所
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
行
動
を
促
す
べ
き
易
断
で
あ
る
こ

　
と
に
は
間
違
い
な
い
。

④
　
三
年
の
喪
（
父
母
の
喪
）
に
関
し
て
は
、
十
三
月
に
一
周
忌
の
祭
礼
（
小
祥
）

　
を
行
い
、
二
十
五
月
に
霊
周
忌
の
祭
礼
（
大
鷺
）
を
行
い
、
二
十
七
月
に
除
服
の

祭
礼
（
繹
）
を
行
っ
て
、
翌
月
か
ら
は
平
常
の
礼
に
復
す
る
も
の
と
君
わ
れ
て
い
る

　
（
『
儀
礼
』
士
糞
礼
）
。
粛
宗
十
年
冬
十
月
初
二
日
（
丙
寅
）
に
麗
撮
し
た
粛
寒
の

　
場
合
に
は
、
容
宗
元
巌
冬
十
月
が
～
周
忌
の
祭
礼
（
小
祥
）
、
二
年
冬
十
月
が
三
周

　
忌
の
祭
礼
（
大
祥
）
、
ま
た
閏
十
月
を
隔
て
て
十
～
月
が
除
服
の
祭
礼
（
輝
）
の
祭

　
月
に
当
た
っ
て
お
り
、
十
二
月
初
｝
繧
に
お
け
る
掲
瀬
棚
侵
攻
作
戦
の
発
令
は
、

　
正
し
く
こ
の
二
十
七
月
の
満
了
を
期
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

⑤
　
宋
制
、
平
章
事
は
両
省
侍
郎
の
い
ず
れ
か
の
旧
型
を
兼
帯
す
る
。
『
宋
会
要
輯

　
稿
隠
職
官
…
、
中
書
門
下
、
真
宗
・
魚
雷
五
年
十
二
月
条
「
旧
制
、
三
師
・
三
公

　
・
左
右
僕
附
・
平
章
購
、
並
兼
両
省
侍
部
」

⑥
容
認
即
位
年
当
時
の
宰
臣
は
以
下
の
通
り
（
『
高
麗
史
』
審
宗
世
家
に
拠
る
）
。

　
魏
継
廷
（
門
下
賢
妻
）
、
羅
弘
嗣
（
門
下
侍
郎
・
愚
頑
章
審
）
、
李
纐
（
門
下
侍
郎

　
・
岡
平
声
援
）
、
歩
出
（
中
角
侍
郎
・
属
平
鮒
事
）
、
納
言
（
尚
雷
左
平
射
・
参
知

　
政
審
）
、
鄭
文
（
政
堂
文
学
）
。

⑦
　
容
宗
即
位
年
当
時
の
縮
密
は
以
下
の
通
り
（
『
高
麗
史
』
容
宗
世
家
に
拠
る
）
。

　
面
忘
（
二
部
尚
害
・
枢
密
院
使
）
、
呉
延
期
（
知
枢
密
院
事
）
。
な
お
高
麗
後
期
の

　
成
語
と
し
て
、
磁
器
・
構
密
の
員
額
は
し
ば
し
ば
「
五
宰
七
枢
」
と
い
わ
れ
る
が

　
（
『
高
麗
史
隔
巻
一
百
十
八
、
趙
渡
伝
）
、
こ
れ
は
高
麗
前
期
に
は
該
当
し
な
い
。
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二
宰
臣
・
枢
密
働

と
こ
ろ
で
、
前
節
に
お
け
る
宰
臣
・
極
密
の
存
在
は
、
な
る
ほ
ど
国
政
上
の
重
要
案
件
に
際
し
て
は
、
国
王
の
召
集
を
受
け
て
一
種
の
顧
問

会
議
を
構
成
し
、
共
に
一
体
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
は
中
書
門
下
・
枢
密
院
と
い
う
二
つ
の
別
個
の
政
策
擬
定
所
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関
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
日
常
的
・
一
般
的
な
政
務
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
一
1
従
っ
て
史
料
と
し
て
は
形
に
残
り
に
く

い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
1
本
来
的
に
お
の
お
の
別
個
の
諸
機
能
を
果
た
し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
、
邊
太
墜
氏
、
周
藤
吉
之
介
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宰
臣
・
枢
密
に
関
す
る
諸
先
学
の
従
来
の
研
究
成
果
に
も
、
そ
の
機
能
論
的
な
分
析
に
お
い
て
は
や
や
不
足
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
も
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
本
稿
の
議
論
の
出
発
点
を
な
す
こ
れ
ら
の
宰
臣
・
枢
密
に
関
し
て
は
、
諸
先
学
の
研
究
成
果
と
は
別
個
に
、
こ
れ
を
国

王
の
命
令
体
系
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
改
め
て
整
理
分
析
を
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
も
そ
も
中
国
区
制
を
継
受
し
た
高
麗
国
に
お
い
て
は
、
国
王
の
命
令
文
書
の
形
態
と
し
て
、
「
制
・
救
・
冊
し
と
い
う
大
別
三
つ
の
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
詔
」
と
も
い
う
。
こ
の
う
ち
冊
書
の
形
態
は
、
王
思
屈
・
王
妃
・
王
太
子
の
任
命
な
ど
に
用
い
る
多
分
に
儀

礼
的
な
命
令
形
態
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
し
ば
ら
く
度
外
視
す
る
と
し
て
、
そ
の
他
の
行
政
命
令
一
般
は
、
通
常
「
制
・
敷
」
と
い
う
こ
の
命

令
文
書
の
形
態
を
取
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
綱
救
の
発
令
が
、
中
書
省
の
起
草
、
門
下
省
の
審
議
を
経
て
ば
じ
め
て
付
外
施
行
さ
れ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
唐
棚
の
根
幹
を
な

す
極
め
て
常
識
的
な
事
柄
に
属
す
る
が
、
念
の
た
め
こ
れ
を
高
麗
前
期
の
史
料
に
即
し
て
検
討
し
て
お
く
と
、
例
え
ば
『
東
文
選
』
（
巻
二
十

五
、
制
誰
）
所
載
の
雛
惟
清
「
金
富
倫
罷
細
工
秘
書
漫
事
」
な
ど
、
高
麗
前
期
の
官
僚
任
免
辞
令
（
堀
詰
）
に
は
、
多
く
「
門
下
よ
、
去
々
」
と

い
う
冒
頭
の
定
式
文
言
を
見
出
す
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
当
習
知
懇
話
の
職
を
兼
帯
し
て
中
書
舎
人
の
職
掌
を
代
行
し
て
い
た
崔
惟
清

な
ど
が
、
そ
の
中
書
省
の
職
掌
に
お
い
て
国
王
の
命
令
文
書
を
起
草
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
王
の
命
令
は
直
接
に
は
門
下
省
に
あ
て
て

発
令
さ
れ
、
そ
の
門
下
省
の
審
議
を
経
て
ば
じ
め
て
付
外
施
行
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
間
の
事
情
を
形
式
的
な
が
ら
も
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る

　
　
　
　
③

わ
け
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
、
国
王
の
命
令
文
書
の
形
態
と
し
て
は
、
各
級
執
行
機
関
か
ら
の
上
奏
文
に
対
し
て
単
に
同
意
を
与
え
る
だ
け
の
、
い
わ
ぼ
間
接

命
令
の
形
態
が
想
定
さ
れ
、
こ
れ
は
唐
馬
の
い
わ
ゆ
る
奏
抄
に
相
当
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
史
料
が
そ
の
参
考
と
な

ろ
う
。
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（
容
宗
元
年
春
正
月
初
五
日
）
戊
戌
。
礼
部
奏
す
ら
く
「
両
界
二
一
一
京
・
三
都
護
・
重
壁
は
、
元
正
・
冬
至
及
び
至
元
節
（
王
太
后
華
氏
の
累
日
）
に
当

　
　
た
る
毎
に
、
坤
正
殿
に
表
賀
し
、
以
て
恒
式
と
為
さ
ん
」
と
。
制
し
て
可
と
す
（
『
高
麗
史
』
巻
十
二
、
審
宗
世
家
）
。

右
の
よ
う
に
国
王
の
同
意
を
得
た
各
級
執
行
機
関
か
ら
の
上
奏
文
は
　
　
そ
の
行
政
能
率
の
観
点
か
ら
言
っ
て
l
l
改
め
て
制
敷
と
い
う
正
規

の
命
令
文
書
を
起
草
す
る
ま
で
も
な
く
、
国
王
の
同
意
が
得
ら
れ
た
旨
を
注
記
し
て
そ
の
ま
ま
に
付
外
施
行
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
際
、
唐
制
の
蒼
黒
の
原
理
か
ら
言
う
と
、
君
主
の
同
意
を
得
た
こ
の
種
の
間
接
命
令
事
項
も
ま
た
、
一
旦
は
門
下
省
の
審
議
を
経
て
覆
奏

さ
れ
、
そ
の
君
主
の
確
認
を
得
た
者
は
、
別
に
門
下
省
に
お
い
て
一
通
を
抄
写
し
、
侍
中
が
「
制
可
」
と
注
記
し
て
こ
れ
を
学
外
施
行
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
中
国
で
は
魏
晋
以
降
、
窟
主
の
正
規
の
命
令
は
す
べ
て
門
下
省
を
経
由
し
て
発
令
す
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
門
下
省
の

職
掌
の
、
そ
の
命
令
伝
達
機
関
と
し
て
の
核
心
は
－
少
な
く
と
も
そ
の
理
念
上
　
　
高
麗
国
の
門
下
省
に
お
い
て
も
確
か
に
継
受
さ
れ
て
い

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
こ
の
門
下
省
を
経
由
す
る
国
王
の
正
規
の
命
令
体
系
に
対
し
、
中
書
門
下
の
宰
相
（
王
臣
）
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
三
つ
の
史
料
を
対
比
し
て
、
そ
の
政
策
決
定
の
一
連
の
流
れ
を
模
式
化
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
靖
宗
八
年
春
三
月
初
五
臼
）
戊
申
。
㈲
尚
書
礼
序
奏
す
ら
く
「
今
四
月
、
当
に
諦
給
を
行
う
べ
し
。
翻
れ
ど
も
二
十
｝
日
、
将
に
王
后
冊
封
の
礼
を
行

　
　
わ
ん
と
す
。
其
の
締
給
は
、
請
う
ら
く
は
摂
豪
を
行
わ
れ
よ
し
と
。
㈲
内
史
門
弾
奏
す
ら
く
「
飾
給
は
固
よ
り
定
期
有
り
。
封
冊
は
自
ず
か
ら
宜
し
き
に

　
　
従
う
べ
し
。
請
う
ら
く
は
先
に
諦
給
を
行
わ
れ
よ
」
と
。
㈹
こ
れ
に
従
う
（
『
高
麗
史
』
巻
六
十
一
、
礼
志
三
、
吉
礼
、
漫
才
）
。

　
　
　
（
愚
闇
十
四
年
春
二
月
）
壬
戌
。
卒
嬰
。
㈲
礼
官
奏
す
ら
く
「
仁
容
太
盾
の
古
制
を
按
ず
る
に
、
…
…
今
太
盾
の
喪
も
、
亦
た
此
の
制
に
依
ら
れ
よ
」
と
。

　
　
㈲
中
書
省
駁
議
す
ら
く
「
王
盾
の
丁
年
は
、
宜
し
く
国
王
と
購
じ
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
。
㈲
王
入
わ
く
、
…
…
（
『
高
麗
史
』
巻
六
十
四
、
礼
志
田
、
凶

　
　
礼
、
国
組
）
。

　
　
　
（
明
宗
十
四
年
秋
十
一
月
）
己
亥
。
…
…
㈲
初
め
、
礼
筥
奏
す
ら
く
「
仲
冬
は
乃
ち
滋
太
盾
の
忌
日
な
り
。
詰
う
ら
く
は
孟
冬
に
お
い
て
八
関
会
を
行
わ
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れ
よ
し
と
。
㈲
王
以
て
回
心
に
間
う
。
参
知
政
事
文
克
謙
曰
わ
く
「
…
…
礼
窟
の
奏
す
る
所
は
許
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
㊨
こ
れ
に
従
う
（
同
罪
）
。

右
の
　
「
内
史
門
下
」
と
は
、
文
宗
十
五
年
（
一
〇
六
一
）
に
お
け
る
官
調
改
革
以
前
の
中
書
門
下
の
旧
称
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
他
の
「
中
書

省
」
「
相
府
」
な
ど
に
関
し
て
も
、
こ
れ
が
中
書
門
下
に
弁
当
す
る
こ
と
は
そ
の
文
脈
か
ら
言
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
体
に
高
麗
後
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

史
料
に
お
い
て
は
、
中
書
門
下
の
略
称
と
し
て
の
申
書
の
概
念
と
、
三
省
の
一
と
し
て
の
中
書
省
の
概
念
と
が
し
ば
し
ば
混
同
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
は
特
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
に
上
記
の
政
策
決
定
の
流
れ
を
模
式
化
し

て
み
る
と
、
ま
ず
㈲
各
級
執
行
機
関
か
ら
の
上
奏
文
、
そ
の
他
何
ら
か
の
契
機
に
よ
っ
て
国
政
上
の
意
思
決
定
を
迫
ら
れ
た
国
王
が
、
㈲
一
旦

こ
れ
を
中
書
門
下
に
差
し
下
し
、
回
そ
の
擬
定
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
最
高
意
思
の
決
定
に
臨
ん
で
い
く
…
…
と
い
う
流
れ
を
模
式
化
し
て
お
く

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
う
し
て
導
か
れ
て
い
っ
た
国
玉
一
個
人
に
お
け
る
意
思
決
定
は
、
正
規
に
は
改
め
て
中
書
省
・
門
下
省
を
経
由
し
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て

付
馬
施
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
、
中
書
省
・
門
下
省
の
長
官
（
門
下
侍
中
・
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
）
は
、
既
に
そ
の
意
思
決

定
の
未
発
の
段
階
に
お
い
て
こ
れ
に
参
与
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
両
省
の
通
過
そ
の
も
の
は
、
宰
臣
の
権
限
が
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

そ
れ
に
反
比
例
し
て
形
骸
化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
中
国
唐
宋
の
官
欄
に
お
い
て
は
中
書
門
下
の
権
力
が
旧
来
の
三
省
制
度
を
破
壊
し
つ
つ

発
達
し
、
中
書
省
の
職
掌
は
禽
議
院
と
し
て
中
書
門
下
に
従
属
、
門
下
省
の
職
掌
は
ほ
ぼ
形
骸
化
し
て
中
書
門
下
か
ら
直
接
に
君
主
の
命
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（
敷
）
が
土
器
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
一
方
、
高
麗
国
に
お
け
る
中
書
門
下
の
存
在
も
　
　
・
も
と
よ
り
宋
制
と
比
較
す
れ
ば
極
め
て
未
発
達

な
一
個
の
諮
問
会
議
体
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
…
…
そ
の
先
審
機
関
な
い
し
擬
定
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
分
、
三
省
制
度
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
も
の
は
多
分
に
形
骸
化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
高
麗
事
元
期
に
至
っ
て
は
、
こ
の
中
書
門
下
が
食
議
員
と
し
て

改
組
さ
れ
、
三
省
制
度
そ
の
も
の
は
直
接
に
は
廃
止
さ
れ
る
に
至
る
の
だ
が
、
と
も
か
く
も
国
王
の
正
規
の
行
政
意
思
1
い
わ
ゆ
る
制
禦
の

発
令
1
に
際
し
て
は
、
中
書
門
下
の
宰
相
（
宰
臣
）
が
、
理
念
上
常
に
そ
の
意
思
決
定
の
参
与
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け

は
間
違
い
な
い
。
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一
方
、
枢
密
院
の
宰
桐
は
、
こ
れ
と
は
別
個
の
命
令
体
系
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
本
園
の
法
、
王
命
を
出
納
す
る
に
、
内
に
中
興
（
竃
官
）
三
四
人
有
り
、
こ
れ
を
辞
と
調
う
。
外
に
近
臣
四
人
有
り
、
こ
れ
を
聖
堂
と
謂
う
（
『
高
麗
史
』

　
　
巻
一
百
二
十
鴛
、
姦
臣
、
呉
潜
伝
）
。

　
　
国
制
、
知
申
事
（
旧
称
知
奏
事
）
｝
人
、
承
本
四
入
、
位
皆
王
贔
を
過
ぎ
ず
、
更
臼
に
入
直
し
、
製
革
（
報
平
門
）
に
執
押
す
。
王
命
を
出
納
し
、
片
言

　
　
と
難
も
敢
て
自
ら
は
発
せ
ず
。
是
を
龍
喉
と
謂
い
、
ま
た
内
相
と
謂
う
（
『
高
麗
史
』
巻
四
十
三
、
恭
早
藤
世
家
、
　
二
十
年
秋
七
月
目
卯
条
、
羅
州
牧
使

　
　
李
進
修
上
疏
）
。

右
の
知
工
事
・
牽
牛
と
は
、
枢
密
院
に
所
在
す
る
国
王
直
属
の
機
密
秘
書
窟
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
国
王
か
ら
の
命
令
は
、
ま
ず
宮
中
の
窟
宮

を
経
て
こ
の
枢
密
院
承
宣
房
（
議
奏
事
・
承
宣
）
へ
と
伝
達
さ
れ
、
こ
れ
を
経
由
し
て
は
じ
め
て
各
級
執
行
機
関
へ
と
伝
達
さ
れ
て
い
く
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
　
唐
代
宗
永
泰
中
、
内
兜
密
使
を
竃
き
、
始
め
て
導
者
を
以
て
こ
れ
と
為
す
。
…
…
其
の
職
掌
は
、
た
だ
表
奏
を
承
録
し
て
内
題
に
お
い
て
進
呈
し
、
若
し

　
　
人
主
に
処
分
す
る
所
有
れ
ば
、
即
ち
中
書
門
下
に
宣
付
し
て
施
行
せ
し
む
る
の
み
（
『
文
献
通
考
』
巻
五
十
八
、
職
官
考
十
二
、
継
密
院
）
。

右
の
唐
人
に
お
け
る
枢
密
院
の
原
初
的
な
あ
り
方
を
見
る
と
一
竃
官
に
よ
る
職
掌
と
い
う
決
定
的
な
相
違
点
こ
そ
存
在
す
る
も
の
の
…
1
そ

の
命
令
伝
達
機
関
と
し
て
の
核
心
に
お
い
て
は
、
高
麗
国
の
承
宣
房
（
知
奏
事
・
承
宣
）
が
、
こ
れ
と
本
質
的
に
は
同
様
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
韓
国
の
正
規
の
命
令
伝
達
機
関
で
あ
る
門
下
省
と
、
こ
の
承
宣
房
（
知
馬
事
・
承
宣
）
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
こ

の
点
、
承
宣
房
（
重
奏
事
．
承
宣
）
の
職
掌
を
表
す
一
種
の
定
形
表
現
と
し
て
、
上
記
史
料
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
出
納
王
命
扁
と
い
う
こ
の

文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
三
省
欄
度
の
変
容
と
も
関
連
し
て
、
あ
る
重
要
な
問
題
点
を
提
起
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
　
も
つ

　
　
帝
日
わ
く
「
龍
よ
。
…
…
汝
を
命
じ
て
納
言
と
な
す
。
夙
夜
に
朕
が
命
を
出
納
す
る
こ
と
允
を
惟
て
せ
よ
」
と
（
『
尚
書
』
舜
典
）
。

右
の
「
出
納
藩
命
」
「
出
納
惟
允
」
な
ど
と
い
っ
た
文
言
は
、
経
書
に
基
づ
く
一
種
の
定
形
表
現
と
し
て
、
中
園
で
は
魏
晋
以
降
、
主
に
門
下
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省
の
職
掌
を
表
す
際
に
用
い
ら
れ
て
き
た
文
言
で
あ
る
。
例
え
ば
唐
朝
六
典
の
制
度
に
お
い
て
も
、
侍
中
の
職
は
「
出
納
隠
忍
偏
を
掌
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
し
て
規
定
さ
れ
、
そ
の
旧
称
を
「
納
言
」
な
ど
と
も
い
っ
た
こ
と
が
見
出
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
高
麗
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
承
宣
房

（
知
肇
国
・
承
宣
）
の
職
掌
を
表
す
そ
れ
と
し
て
完
全
に
移
行
・
定
着
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
文
雷
に
対
応
す
る
命
令
伝
達
機

関
と
し
て
の
実
質
も
ま
た
、
高
麗
国
に
お
い
て
は
既
に
門
下
省
よ
り
承
宣
房
へ
と
移
行
・
定
着
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
承
宣
房
を
経
由
す
る
合
縦
の
命
令
は
、
正
規
に
は
改
め
て
門
下
省
を
経
由
し
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
付
外
施
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
既
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
三
省
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
門
下
省
の
存
在
が
形
骸
化
し
て
い
く
傾
向
は
争
わ
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
国
王
に
お
け
る
発
令
・
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
が
、
門
下
省
・
承
宣
房
と
い
う
二
つ
の
機
関
に
重
層
分
化
し
て
い
っ
た
と
す
れ
ぼ
、

門
下
省
を
経
由
す
る
国
王
の
正
規
の
行
政
意
思
・
…
…
い
わ
ゆ
る
制
救
の
発
令
　
　
と
は
別
個
に
、
専
ら
承
宣
房
の
み
を
経
由
し
て
直
接
に
付
庸

施
行
さ
れ
て
い
く
一
種
の
略
式
命
令
の
形
態
が
生
じ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
行
政
能
率
上
、
極
め
て
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
と
言
わ

な
け
れ
ぼ
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
⑩

　
　
　
（
論
宗
七
年
秋
八
月
初
一
日
）
丁
酉
。
御
史
台
上
言
す
ら
く
「
尚
書
工
部
の
奉
謝
に
准
る
に
『
羅
城
の
東
南
隅
の
高
岸
は
、
都
邑
の
乱
撃
を
補
う
所
以
な

　
　
り
。
今
、
川
療
の
為
に
嚢
壊
せ
ら
る
。
宜
し
く
役
夫
三
四
千
を
徴
し
て
修
防
す
べ
し
』
と
い
え
り
。
入
替
勘
会
す
る
に
、
其
の
岸
の
傍
辺
は
皆
認
れ
田
疇

　
　
な
り
。
恐
ら
く
は
禾
稼
を
損
な
わ
ん
。
請
う
ら
く
は
収
穫
を
待
た
れ
よ
」
と
。
こ
れ
に
従
う
（
『
高
麗
史
』
巻
七
、
文
宗
世
家
）
。

　
　
　
（
孟
宗
三
十
五
年
冬
十
二
月
十
一
日
）
癸
亥
。
知
太
史
善
事
梁
冠
着
、
奏
す
ら
く
「
墨
描
に
『
来
る
壬
豊
年
（
　
○
八
二
）
の
暦
日
を
勘
進
ぜ
よ
』
と
い

　
　
え
り
。
並
び
に
疑
心
な
し
。
た
だ
懸
日
は
、
…
…
請
う
ら
く
は
有
司
に
委
し
て
詳
塗
せ
し
め
、
然
る
後
施
行
せ
ら
れ
よ
」
と
。
遷
し
て
可
と
す
（
『
高
麗

　
　
史
』
巻
九
、
文
宗
批
家
）
。

右
の
国
王
の
命
令
の
内
、
ま
ず
尚
書
工
部
の
奏
制
は
　
　
そ
の
制
と
い
う
名
称
な
り
、
そ
の
内
容
の
重
要
性
な
り
か
ら
言
っ
て
一
中
書
門
下

な
い
し
門
下
省
を
経
由
す
る
国
王
の
正
規
の
命
令
体
系
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
、
一
方
、
太
史
局
の
奉
唱
は
一
そ

の
宣
と
い
う
名
称
な
り
、
そ
の
内
容
の
日
常
性
な
り
か
ら
言
っ
て
－
承
宣
房
（
重
奏
事
・
承
宣
）
の
み
を
経
由
す
る
国
王
の
略
式
の
命
令
体
系
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⑪

に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
想
定
し
得
る
。
宣
と
は
も
と
も
と
口
宣
の
意
1
一
王
命
を
口
頭
で
伝
達
す
る
と
い
う
こ
と
一
で
あ
る

の
だ
が
、
転
じ
て
伝
達
さ
れ
る
王
命
自
体
の
こ
と
も
、
制
敷
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
以
外
の
も
の
は
総
じ
て
宣
と
呼
ば
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
中
國
唐
宋
の
宮
制
で
は
、
こ
の
種
の
宣
に
よ
る
発
令
が
、
略
式
命
令
と
し
て
の
機
速
・
急
速
性
を
便
宜
と
し
て
軍
事
命
令
に
お
い
て
多
用
さ

れ
、
延
い
て
は
こ
の
宜
を
伝
達
す
る
枢
密
院
が
一
大
軍
政
機
関
と
し
て
の
成
長
発
展
を
遂
げ
る
ま
で
に
至
る
の
だ
が
、
　
一
方
、
高
麗
国
の
官

制
に
お
い
て
も
i
必
ず
し
も
枢
密
院
が
軍
政
機
関
と
し
て
の
分
化
発
展
を
示
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
一
国
王
の
個
人
的
意

思
の
発
現
と
し
て
の
宣
（
宣
旨
）
の
命
令
形
態
は
多
用
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

　
　
　
（
年
玉
四
年
夏
五
月
初
九
日
）
癸
丑
。
王
将
に
難
赦
せ
ん
と
し
、
宰
縮
を
召
し
て
議
せ
し
む
。
崔
弘
嗣
以
て
不
可
と
為
す
。
王
臼
わ
く
「
…
…
国
家
の

　
　
急
、
ま
さ
に
今
日
に
在
り
。
騨
赦
し
て
以
て
衆
心
を
安
ん
ぜ
ん
と
欲
す
る
に
、
卿
独
り
何
の
心
あ
り
て
か
以
て
不
可
と
為
す
や
」
と
。
宰
早
年
漸
催
し
て

　
　
退
く
。
乃
ち
宣
旨
を
下
し
て
日
わ
く
、
…
…
（
『
高
麗
史
』
巻
十
三
、
霧
宗
世
家
）
。

　
　
暇
制
、
凡
そ
命
令
徴
求
に
は
必
ず
宣
旨
を
下
す
（
『
高
麗
史
』
巻
一
百
二
十
三
、
嬰
幸
、
李
扮
塁
審
附
、
李
摺
伝
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

右
の
内
、
ま
ず
恩
赦
の
発
令
に
関
七
て
は
、
本
来
制
書
に
よ
る
発
令
事
項
に
属
す
る
が
、
こ
こ
で
は
国
王
と
宰
臣
・
枢
密
と
の
協
議
が
不
調
祁

に
終
わ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
敢
え
て
萱
葺
の
形
式
を
取
ら
ず
、
略
式
命
令
と
し
て
の
宣
旨
の
形
式
を
選
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
一
方
、
命

令
徴
求
に
関
し
て
は
、
田
税
・
貢
賦
と
い
う
本
来
の
制
度
的
・
永
続
的
な
収
取
関
係
と
は
あ
く
ま
で
も
別
個
の
非
制
度
的
・
臨
時
的
な
命
令
に

し
か
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
図
か
ら
、
こ
こ
で
も
あ
え
て
制
敷
の
形
式
を
取
ら
ず
、
国
王
の
個
人
的
意
思
の
発
現
と
し
て
の
宜
旨
の
形
式
を
選
ん

だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
警
衛
で
は
元
豊
の
官
制
改
革
に
よ
り
三
省
の
濃
度
が
再
建
さ
れ
、
君
主
の
命
令
は
す
べ
て
門
下
省
を
経
由
す
る
と
い
う
原

則
が
再
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
枢
密
院
を
経
由
す
る
命
令
は
、
事
実
上
門
下
省
の
審
議
を
ま
た
ず
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
多
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
も
軍
政
な
い
し
君
主
専
制
と
い
う
も
の
の
持
つ
ひ
と
つ
の
一
般
的
趨
勢
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。　

で
は
、
こ
の
承
宣
房
（
知
奏
事
・
承
宣
）
を
経
由
す
る
国
王
の
略
式
の
命
令
体
系
に
対
し
、
枢
密
院
の
宰
相
（
枢
密
）
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
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高麗審宗戟における意思決定の構造（矢木）

係
に
位
概
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
麗
後
期
の
史
料
を
見
る
と
、
ま
ま
枢
密
院
の
野
芝
の
閑
職
化
の
傾
向
を
示
唆
す
る
記
述
が

見
え
て
お
り
、
例
え
ば
明
室
朝
の
権
臣
宋
有
仁
は
、
「
枢
密
は
侍
従
の
官
で
あ
る
か
ら
長
ら
く
在
任
し
て
い
て
も
利
点
が
な
い
。
尚
書
省
に
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
在
任
す
べ
き
だ
扁
と
考
え
、
内
官
に
賄
賂
を
送
っ
て
枢
密
か
ら
尚
書
講
書
に
遷
駕
し
た
と
い
わ
れ
る
し
、
ま
た
諸
宗
朝
の
功
臣
柳
鍛
は
、
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

宣
か
ら
鍛
書
枢
密
美
事
に
遷
官
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
、
機
密
秘
書
官
と
し
て
の
政
治
権
力
を
剥
奪
さ
れ
た
な
ど
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
枢
密
院
の
宰
相
は
、
単
に
中
書
門
下
の
宰
相
に
対
す
る
副
次
的
な
拡
大
諮
問
要
員
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
、
承
宣
房
（
知
無
事
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
宣
）
を
経
由
す
る
国
王
の
略
式
の
命
令
体
系
に
対
し
て
は
、
直
接
の
参
与
を
行
っ
て
は
い
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
　
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
乞
枢
密
院
の
後
身
に
嚢
る
朝
鮮
圏
の
中
枢
府
は
・
も
は
や
司
存
の
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
持
た
な
い
一
個
の
名
誉
待
遇
職
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
、
こ
う
し
た
傾
向
は
確
か
に
高
麗
後
期
の
枢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
密
院
に
お
い
て
も
児
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
承
宣
房
（
知
奏
事
・
承
宣
）
の
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
が
、
仮
に
も
枢
密
院
の
下
位
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図

；
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《宣旨》

図一詳緻宣旨概念

上
官
に
当
た
る
枢
密
院
の
宰
相
が
、
初
め
か
ら
こ
れ
に
何
の
参
与
も
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
は
考

　
　
　
⑯

え
に
く
い
。
思
う
に
武
臣
政
権
の
成
立
以
降
、
枢
密
院
の
宰
相
は
、
多
く
政
策
立
案
の
能
力
に
劣
る

武
臣
官
僚
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
に
至
り
、
そ
の
員
額
も
三
員
か
ら
七
員
へ
と
肥
大
化
し
て
い
っ
た

傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
枢
密
院
の
宰
相
（
枢
密
）
の
閑
職
化
、
及
び
そ
れ
に
反
比
例
し
て
の
承
宣
房

（
知
知
事
・
承
宣
）
の
要
職
化
と
い
っ
た
傾
向
は
、
　
こ
う
し
た
高
麗
後
期
に
お
け
る
一
種
の
後
門
的
形

態
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
高
麗
前
期
に
お
け
る
枢
密
院
の
宰
稲
に
関
し
て
は
、
や
は
り
そ
の

司
存
の
職
掌
に
立
脚
し
た
一
個
の
政
策
擬
定
機
関
と
し
て
の
諸
機
能
を
想
定
し
て
お
く
こ
と
の
方
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
中
書
門
下
の
宰
絹
が
、
制
電
の
発
令
に
際
し
て
そ
の
未
発
の
段
階
で
国

王
の
意
思
決
定
に
参
与
し
て
い
く
の
と
同
様
に
、
枢
密
院
の
宰
相
も
ま
た
、
宣
（
宣
旨
）
の
発
令
に
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際
し
て
そ
の
未
発
の
段
階
で
国
王
の
意
思
決
定
に
参
与
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
図
一
参
照
）
。

　
中
書
門
下
の
宰
相
（
宰
臣
）
と
枢
密
院
の
宰
相
（
枢
密
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
命
令
体
系
に
立
脚
し
た
二
つ
の
会
議
体
が
、
国
王
の
召
集
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ま
っ
て
一
個
の
顧
問
会
議
と
し
て
会
注
す
る
と
き
、
前
節
に
お
け
る
宰
枢
顧
問
会
議
の
存
在
は
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
成
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

王16　　（262）

①
　
邊
太
鰹
『
高
麗
政
治
制
度
史
研
究
騒
（
一
九
七
一
年
、
ソ
ウ
ル
、
一
管
閣
）
。
周

　
藤
吉
之
『
高
麗
朝
官
僚
制
の
研
究
』
（
一
九
八
○
年
、
出
京
、
法
政
大
学
出
版
局
）
。

　
岡
『
宋
．
高
麗
鯛
度
史
研
究
隠
（
一
九
九
二
年
、
東
京
、
汲
古
書
院
）
。

②
　
漢
代
以
来
、
天
子
の
命
令
文
書
に
は
冊
書
・
制
書
・
詔
書
・
戒
…
救
と
い
う
四
つ

　
の
形
態
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
詔
と
も
よ
ん
で
い
た
が
、
唐
朝
天
授
元
年

　
に
は
誰
を
避
け
て
詔
を
制
に
改
め
た
と
い
う
（
『
大
唐
六
典
』
中
書
省
）
。
そ
こ
で

　
唐
朝
に
お
け
る
天
子
の
命
令
文
書
の
形
態
は
大
別
し
て
棚
・
赦
・
冊
の
三
つ
に
分

　
類
ざ
れ
て
い
る
（
『
大
唐
六
典
』
尚
書
都
省
）
。
一
方
、
高
麗
國
に
お
い
て
は
、
そ

　
の
濁
初
の
成
宗
五
年
（
九
八
六
）
に
天
子
の
礼
を
避
け
て
諸
侯
の
礼
を
執
り
、
詔

　
を
教
に
改
め
た
と
い
う
が
（
『
高
麗
史
』
成
宗
世
家
）
、
そ
の
後
の
鄭
大
関
係
の
変

　
遷
に
よ
り
、
顕
宗
朝
前
後
か
ら
は
再
び
天
子
の
礼
を
犯
し
て
掴
詔
の
呼
称
を
用
い

　
て
い
る
。

③
高
麗
前
期
の
認
諾
に
関
し
て
は
、
既
に
周
藤
吉
之
疑
に
よ
る
先
駆
的
な
研
究
が

　
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
羅
惟
清
の
郭
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
周
藤
告
之
「
高
麗
初

　
期
の
翰
林
院
と
諮
院
一
筆
の
翰
林
学
士
．
知
落
款
と
の
関
連
に
お
い
て
i
」

　
『
高
麗
朝
官
僚
制
の
研
究
』
所
収
）
。
な
お
、
仁
蟹
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
公
式
令

　
第
二
十
「
、
制
書
式
、
雲
叢
薄
身
式
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。

④
同
右
、
奏
抄
式
、
奏
授
告
身
式
。

⑤
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
百
五
十
五
、
梁
紀
十
一
、
武
帝
中
大
通
三
年
、
胡
識
「
魏

　
晋
以
来
、
繊
命
皆
由
門
下
省
。
故
其
発
端
、
必
呂
敷
門
下
」

⑥
　
『
宋
会
要
輯
稿
』
職
官
一
、
三
省
、
神
宗
正
史
職
宮
志
「
激
雷
門
下
、
在
朝
堂

　
西
、
榜
日
中
書
、
為
宰
根
治
築
之
所
。
印
文
行
敷
、
日
中
霧
門
下
。
」
な
お
、
高

　
麗
國
に
お
け
る
中
書
門
下
の
称
謂
は
、
こ
の
他
『
高
麗
史
』
粛
宗
世
家
（
七
年
春

　
三
月
端
子
条
）
、
容
宗
世
家
（
十
一
年
夏
四
月
辛
未
条
）
、
選
挙
志
（
科
巨
、
仁
宗

　
十
四
年
八
月
条
）
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
。

⑦
『
宋
磁
要
輯
慮
外
職
官
　
、
三
省
、
中
壽
門
下
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

⑧
　
『
高
麗
史
』
百
官
志
に
は
こ
の
中
書
門
下
と
中
書
省
・
門
下
省
と
の
関
係
が
的

　
確
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
一
つ
に
は
三
省
制
度
麗
止
以
後
の
高
麗

　
最
末
期
の
知
見
か
ら
百
官
志
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
宋

　
制
、
西
人
院
は
中
書
門
下
の
制
敷
院
内
に
所
在
し
た
が
（
『
二
会
要
玉
稿
』
職
官

　
三
、
舎
人
院
）
、
高
麗
国
に
は
こ
の
吉
書
院
に
相
当
す
る
官
舎
は
無
く
、
諸
司
知

　
制
諾
は
翰
林
院
に
宿
｛
慣
し
た
（
『
高
麗
史
』
巻
七
、
文
宗
世
家
、
七
年
九
月
甲
申

　
条
）
。
ま
た
宋
制
、
諌
院
は
中
書
省
・
門
下
省
と
は
別
個
に
官
舎
を
設
け
た
が
（
『
宋

　
会
要
輯
稿
』
職
宜
ご
　
、
諌
院
）
、
山
尚
麗
国
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
官
禽
は
無
く
、

　
両
省
の
器
官
（
誤
診
）
が
そ
の
い
ず
れ
か
に
会
同
し
て
諌
謳
の
慕
を
掌
っ
た
も
の

　
と
思
わ
れ
る
。
高
麗
国
の
省
郎
は
人
智
行
政
に
お
い
て
一
定
程
度
の
拒
否
権
を
保

　
有
し
（
不
夢
枕
身
）
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
門
下
省
の
封
駁
の
機
能
を
代
替
す
る

　
も
の
で
あ
っ
た
が
、
但
し
後
者
は
君
主
の
行
政
意
思
を
そ
の
未
発
の
段
階
に
お
い

　
て
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
が
こ
れ
を
既
発
の
段
階
に
お
い
て
規
制
す
る
の

　
と
は
本
質
的
に
は
相
違
が
あ
る
。

⑨
　
『
大
唐
六
典
』
巻
八
、
門
下
省
、
侍
中
。
こ
の
他
「
王
之
喉
舌
」
「
喉
香
之
職
」

　
な
ど
と
い
っ
た
文
言
も
、
『
詩
経
』
（
大
雅
、
蕩
之
什
、
丞
｛
罠
）
に
基
づ
く
一
種
の

　
定
形
表
現
と
し
て
、
し
ば
し
ば
枢
密
院
承
宣
房
（
知
繕
事
・
承
宣
）
の
職
掌
を
表

　
す
際
に
絹
い
ら
れ
る
。
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⑩
上
級
の
文
書
を
引
用
す
る
際
に
は
「
鈍
る
」
と
い
い
、
下
級
の
文
書
を
引
用
す

　
る
際
に
は
「
拠
る
」
と
い
う
。

⑪
宋
鋼
、
中
書
門
下
を
経
由
す
る
命
令
を
救
と
い
い
、
枢
密
院
を
経
由
す
る
命
令

　
を
宣
と
い
う
。
沈
猶
『
夢
渓
筆
談
』
巻
一
、
故
事
「
晩
唐
、
枢
密
使
、
自
禁
中
受

　
旨
、
出
付
中
書
、
即
謂
之
宣
。
…
…
至
後
無
期
宗
、
復
枢
密
使
、
以
離
州
編
・

　
安
穏
講
為
之
、
始
分
頒
政
事
、
不
関
中
書
、
直
行
下
者
、
謂
之
宣
。
如
中
書
之
敷

　
也
。
」
倶
し
高
麗
国
に
お
い
て
は
、
　
こ
の
中
書
と
櫨
密
院
の
「
分
頒
政
事
」
の
体

　
制
が
必
ず
し
も
明
確
に
は
確
立
し
て
い
な
い
。

⑫
　
『
高
麗
史
』
巻
六
十
八
、
礼
志
十
、
嘉
礼
、
儀
鳳
門
宣
藻
潮
儀
、
参
照
。
ち
な

　
み
に
宋
学
で
も
氏
文
・
徳
音
に
は
断
書
を
用
い
る
。
『
宋
会
要
輯
稿
』
職
官
三
、

　
中
書
省
、
神
宗
正
史
職
宮
志
「
頒
赦
、
降
徳
音
、
命
尚
書
左
右
僕
射
・
開
府
儀
同

　
三
司
・
節
度
使
、
剛
用
制
。
」

⑬
　
『
宋
会
館
輯
稿
』
職
官
一
、
三
省
、
徽
宗
・
仁
和
照
年
入
月
二
十
日
条
、
参
照
。

⑭
　
　
『
高
麗
史
節
要
』
巻
十
二
、
明
認
八
年
十
一
月
（
『
高
麗
史
』
鼠
壁
夫
伝
附
、

　
宋
有
仁
伝
）

　
　
　
門
下
侍
中
鄭
愚
夫
、
致
仕
。
以
七
光
仁
為
門
下
侍
郎
平
章
事
。
初
穂
夫
為
家

　
　
　
宰
・
、
居
中
書
省
（
中
書
門
下
の
詑
）
。
有
仁
継
親
嫌
、
未
報
恩
位
ゆ
在
枢
密

　
　
　
累
年
、
以
為
「
構
密
侍
従
窟
、
久
処
無
益
、
唯
尚
書
省
可
処
。
」
潜
蟄
内
人

三
侍
臣
四
品
以
上

前
節
ま
で
に
掲
瀬
飼
（
匿
一
象
旬
）
侵
攻
の
経
緯
を
概
括
し
た
私
た
ち
は
、

っ
て
く
る
高
麗
国
の
意
思
決
定
の
溝
造
を
模
式
化
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
謹
奏
、
即
拝
尚
書
僕
射
。
墨
描
夫
致
仕
、
乃
拝
典
章
慕
。

⑮
　
『
高
麗
史
隔
巻
一
百
五
、
梱
緻
伝
（
『
節
要
』
高
東
四
十
五
年
十
へ
月
）

　
　
　
轍
多
望
甲
第
、
権
勢
二
五
、
門
守
如
布
。
承
俊
・
占
術
等
諸
功
臣
忌
之
、
謳

　
　
　
己
惚
、
誤
王
。
正
欲
奪
其
権
、
罷
轍
承
宣
、
除
叢
書
継
密
院
魏
。

⑯
　
製
鋼
、
継
密
院
の
墓
務
局
を
縮
密
院
承
旨
司
と
い
う
が
、
高
麗
前
期
に
お
い

　
て
は
こ
れ
に
相
当
す
る
称
謂
が
確
認
さ
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
本
稿
に
い
わ
ゆ
る

　
承
宣
虜
も
ひ
と
つ
の
仮
称
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
史
料
に
枢
密
院
と
い
う
場

　
合
、
そ
れ
が
虚
弐
質
的
に
は
極
密
一
院
の
宰
相
（
枢
密
）
を
意
味
す
る
も
の
か
、
纒
密

　
院
承
宣
房
（
知
奏
都
・
承
宣
）
を
意
味
す
る
も
の
か
は
俄
に
は
判
断
し
難
い
。
枢

　
密
院
の
関
連
史
料
は
周
藤
吉
之
氏
の
研
究
に
も
網
羅
さ
れ
て
い
る
が
、
依
然
、
枢

　
密
院
内
部
の
権
力
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
周
藤
吉
之

　
「
高
麗
初
期
の
中
枢
院
、
後
の
枢
密
院
の
成
立
と
そ
の
構
成
一
唐
末
・
五
代
・

　
朱
初
の
枢
密
院
と
の
関
連
に
於
い
て
1
扁
（
『
宋
・
高
麗
難
度
史
研
究
』
所
収
）
。

⑰
　
本
節
に
論
じ
た
三
省
制
度
の
変
容
は
、
一
義
的
に
は
中
国
唐
宋
の
歴
史
過
程
に

　
お
い
て
現
出
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
高
麗
国
の
官
制
が
実
地
に
こ
の
変
質

　
過
程
を
経
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
中
国
唐
宋
の
官
制
を
、
高
麗
国
は
そ
の

　
変
質
の
位
相
に
お
い
て
継
受
し
て
お
り
、
本
節
は
そ
の
変
質
の
位
桐
を
理
論
的
次

　
元
に
お
い
て
整
理
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
掲
瀬
飼
撤
退
の
経
緯
を
概
括
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が

容
宗
四
年
（
＝
〇
九
）
夏
五
月
二
十
～
日
（
即
製
）
、
三
た
び
総
司
令
官
（
東
界
行
営
兵
馬
元
帥
）
に
任
命
さ
れ
て
吉
金
城
の
増
援
へ
と
向
か
っ

た
罪
礎
は
、
予
州
行
営
よ
り
吉
州
城
へ
と
向
か
う
そ
の
途
次
に
東
女
真
の
単
車
の
使
者
と
折
衝
し
、
そ
の
予
備
的
折
衝
の
成
果
と
し
て
、
同
六
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月
二
十
六
日
（
己
亥
）
に
は
東
女
真
の
首
長
襲
弗
・
史
顕
ら
の
来
朝
が
実
現
し
た
。
こ
こ
に
九
城
の
役
は
講
和
の
段
階
へ
と
移
っ
た
が
、
こ
れ

よ
り
先
、
同
二
十
三
日
（
丙
申
）
に
は
、
高
麗
園
に
お
い
て
も
各
種
の
官
僚
貴
族
を
召
集
し
た
一
種
の
予
備
的
諮
問
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
東
女
真
の
使
節
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
然
九
城
の
地
の
返
還
の
要
請
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
た
が
、
仮
に
も
そ
の
要
請

を
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
事
実
上
当
初
の
戦
争
目
的
そ
の
も
の
を
も
自
己
否
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
国
王
の
そ
の
よ
う
な
重

大
な
意
思
決
定
に
際
し
て
は
、
磁
界
旬
侵
攻
に
際
し
て
の
よ
う
な
単
な
る
玉
響
・
枢
密
の
協
賛
の
意
思
に
立
脚
す
る
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
い

基
盤
に
立
脚
し
た
意
思
決
定
の
あ
り
方
が
新
た
に
要
求
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
、
国
王
に
お
け
る
意
思
決
定
の
過
程
に

最
も
近
し
い
存
在
と
し
て
、
宰
臣
・
枢
密
（
宰
枢
）
の
次
に
位
置
づ
け
る
べ
き
存
在
と
は
1
1
あ
ら
か
じ
め
結
論
か
ら
先
に
述
べ
て
し
ま
う
こ

と
を
お
許
し
頂
き
た
い
　
　
高
麗
国
の
宮
僚
貴
族
層
に
お
い
て
も
、
特
に
「
侍
臣
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
前
近
代
社
会
に
お
け
る
専
制
言
霊
一
般
の
場
合
と
同
様
に
、
高
麗
国
王
も
ま
た
、
そ
の
君
主
と
し
て
の
尊
厳
を
保
つ
必
要
上
、
宮

僚
貴
族
一
般
か
ら
自
ら
の
存
在
を
隔
絶
し
、
宮
城
へ
の
他
者
の
出
入
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
空
間
構
造
を
身
分
秩
序
的
に
分
節
し
て

い
る
が
、
こ
の
事
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
具
体
的
に
い
う
と
、
例
え
ば
、
官
品
五
贔
以
上
の
一
般
の
官
僚
貴
族
i
唐
制
の
い
わ
ゆ
る
苦
参

①官
1
一
は
、
正
忌
大
観
殿
（
嘱
称
乾
鮭
殿
）
に
お
け
る
常
例
の
朝
会
（
常
参
）
の
た
め
に
毎
日
参
内
す
る
以
外
に
は
、
国
王
の
召
命
を
ま
た
ず
に

み
だ
り
に
宮
城
内
に
出
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
は
い
な
い
の
に
対
し
、
官
品
六
品
以
下
・
九
品
以
上
、
お
よ
び
等
等
諸
権
務
の
一
般
の
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

貴
族
…
i
常
参
官
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
未
常
参
官
i
は
、
元
正
・
冬
至
・
節
日
の
朝
賀
、
及
び
毎
月
三
回
の
大
朝
賀
な
ど
、
特
別
の
儀
礼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【

た
め
に
宮
城
内
に
出
入
す
る
際
に
す
ら
、
そ
も
そ
も
正
衙
大
観
殿
の
殿
門
外
に
お
い
て
邊
か
に
国
王
に
拝
礼
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
て
は
い
な

　
　
　
　
③

い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
し
て
尊
卑
の
差
等
を
峻
別
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
国
王
と
官
僚
貴
族
一
般
と
の
間
に
意
思
の
疎
通
を
損
な

う
恐
れ
が
生
じ
よ
う
。
そ
こ
で
高
麗
国
に
お
け
る
官
僚
貴
族
一
般
の
内
、
特
に
国
王
の
選
任
を
受
け
た
あ
る
種
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
に
は
、
常
時

に
宮
城
内
に
嵐
干
し
て
国
王
の
顧
問
応
対
に
備
え
る
こ
と
を
そ
の
職
掌
と
し
て
い
る
も
の
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
種
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
存
在

を
、
そ
の
文
字
通
り
の
意
義
に
お
い
て
「
侍
臣
」
と
呼
ぶ
。
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中
国
唐
朝
の
官
制
で
は
、
こ
の
種
の
侍
臣
の
概
念
を
、
語
義
と
し
て
は
同
様
の
供
奉
官
と
い
う
概
念
で
規
定
し
、
こ
れ
を
「
侍
中
、
中
書
令
、

左
右
散
騎
黒
影
、
黄
門
・
中
書
侍
郎
、
諌
議
大
夫
、
濡
事
中
、
中
書
奮
人
、
起
居
郎
、
起
居
舎
人
、
通
事
舎
人
、
左
右
補
翼
・
拾
遺
、
御
史
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

夫
、
御
史
中
退
、
侍
御
史
、
殿
中
侍
御
史
」
の
、
要
す
る
に
門
下
・
中
書
両
省
官
お
よ
び
御
史
台
官
と
規
定
し
て
い
る
が
、
＝
ガ
、
高
麗
国
に

お
け
る
傳
臣
の
概
念
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
種
の
唐
制
の
規
定
を
継
受
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

　
　
写
像
殿
学
士
。
廃
置
沿
革
未
詳
。
率
ね
皆
文
臣
の
才
学
有
る
者
を
選
ん
で
入
寂
兼
帯
せ
し
め
、
以
て
侍
従
に
備
う
。
…
…
他
宗
二
年
、
凡
そ
学
士
の
職
を

　
　
帯
ぶ
る
巻
は
、
並
び
に
侍
臣
の
列
に
参
ず
る
を
許
す
。
旧
制
、
学
士
を
帯
ぶ
る
と
難
も
、
台
諫
・
知
制
詰
に
非
ず
ん
ば
、
則
ち
侍
従
に
与
か
る
を
得
ず
。

　
　
是
に
棄
っ
て
中
書
奏
し
て
こ
れ
を
改
む
（
『
高
麗
史
』
巻
七
十
六
、
百
官
志
一
、
諸
館
殿
学
士
）
。

右
の
神
宗
二
年
（
二
九
九
）
に
お
け
る
官
制
改
革
以
降
、
諸
館
殿
学
士
一
こ
こ
で
は
翰
林
学
士
・
宝
文
閣
学
士
以
外
の
い
わ
ゆ
る
雑
学
士
を

指
し
て
い
う
　
　
も
ま
た
侍
臣
の
列
に
加
わ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
う
と
、
旧
来
、
台
風
・
知

制
誰
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
侍
臣
の
列
に
加
わ
る
た
め
の
必
須
の
条
件
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
台
諌
と
は
、
門
下
・
中
書
両
省
官
お
よ
び
御
史
台
官
－
高
麗
国
で
は
こ
れ
を
台
省
と
い
い
、
ま
た
台
諌
と
い
う
一

を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
は
大
略
唐
網
供
奉
官
の
概
念
と
相
野
っ
て
い
る
存
在
と
評
し
て
よ
い
。
一
方
、
知
制
諮
と
は
他
司
に
あ
っ
て
中
書
舎
人

の
職
掌
を
代
行
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
中
書
舎
人
が
本
来
侍
臣
の
列
に
加
わ
る
存
在
で
あ
る
以
上
、
知
綱
誰
も
ま
た
こ

れ
に
類
比
し
て
侍
臣
の
列
に
加
わ
っ
て
い
く
の
が
当
然
で
あ
る
。
こ
の
他
、
知
調
詰
の
内
で
も
特
に
優
れ
た
人
材
に
は
、
翰
林
学
士
・
宝
文
閣

学
土
な
ど
の
壁
貫
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
い
将
来
に
お
け
る
宰
臣
・
構
密
へ
の
昇
進
の
資
と
す
る
慣
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
知
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

誰
に
類
比
し
て
侍
臣
の
列
に
加
わ
っ
て
い
く
の
が
妾
然
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
高
麗
国
に
お
け
る
侍
臣
の
概
念
は
、
広
義
に
は
門
下
・
中
書
両
省
官
、
御
史
台
官
お
よ
び
諸
司
知
制
譜
・
翰
林
学
士
・
国
文
閣
学
士
な

ど
を
意
味
す
る
が
、
但
し
そ
の
侍
臣
の
概
念
に
は
、
さ
ら
に
あ
る
分
節
構
造
線
を
境
と
し
た
上
下
の
分
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
（
文
宗
即
位
年
冬
十
二
月
）
丙
午
朔
。
百
官
、
乾
総
量
に
詣
り
、
成
平
節
を
賀
す
。
宰
枢
・
給
舎
中
置
以
上
侍
臣
を
宣
政
殿
に
宴
す
。
油
平
飾
は
王
の
生
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日
な
り
（
『
高
麗
史
』
巻
七
、
文
宗
世
家
）
。

　
　
　
（
容
宗
十
　
年
秋
七
月
三
十
碍
）
辛
酉
。
宣
政
殿
に
御
し
、
壁
上
・
給
舎
中
丞
以
上
侍
臣
を
召
し
て
親
し
く
軍
事
を
訪
う
。
又
、
台
省
諸
侍
臣
及
び
（
都
）

　
　
兵
馬
判
官
を
乾
徳
殿
に
召
し
、
伝
宣
し
て
訪
問
す
（
『
高
麗
史
』
巻
十
四
、
審
宗
世
家
）
。

右
の
鼻
曲
中
津
以
上
侍
臣
と
は
、
門
下
・
中
書
両
省
の
給
事
態
・
中
書
舎
人
（
牛
舎
）
、
及
び
御
史
台
の
御
史
中
丞
の
、
要
す
る
に
官
品
四
品
以

上
の
侍
臣
を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
ら
宮
品
四
品
以
上
の
侍
臣
に
は
、
そ
の
令
制
上
、
宰
臣
・
枢
密
に
準
じ
る
諸
待
遇
が
与
え
ら
れ
て
い
る
点
に
、

ま
ず
は
着
目
し
て
お
い
て
頂
き
た
い
。
『
高
麗
史
』
容
宗
世
家
の
記
述
に
は
、
し
ぼ
し
ば
国
王
が
「
諸
王
・
宰
枢
・
侍
臣
」
を
宴
し
た
旨
の
記

　
　
　
　
　
　
　
⑦

述
が
奮
え
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
の
侍
臣
と
は
一
i
上
記
史
料
と
の
比
較
検
討
か
ら
言
っ
て
i
侍
臣
四
品
以
上
を
意
味
す
る
そ
の
狭
義

の
用
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
同
様
の
論
点
は
、
こ
れ
を
各
種
の
儀
礼
史
料
に
即
し
て
も
確
認
で
き
る
。

　
　
　
《
仲
冬
八
関
難
儀
》
閤
門
、
お
の
お
の
太
子
・
公
侯
伯
・
枢
密
を
引
い
て
升
階
し
、
侍
臣
こ
れ
に
随
う
。
左
右
執
礼
官
、
太
子
・
公
侯
伯
を
承
引
し
て
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
上
の
位
に
就
き
、
枢
密
及
び
侍
臣
給
銀
中
戸
・
正
四
発
出
制
詣
及
び
待
制
以
上
は
、
上
階
の
位
に
就
く
。
其
の
巾
階
に
在
る
者
は
、
並
び
に
左
右
に
分
か

　
　
ち
、
北
を
以
て
上
と
為
し
て
位
に
就
き
て
立
つ
（
『
高
麗
史
』
巻
六
十
九
、
礼
志
十
一
、
総
礼
雑
儀
）
。

　
　
　
《
百
宮
公
服
》
凡
そ
帯
は
、
…
…
文
武
三
品
及
び
侍
臣
給
舎
中
丞
以
上
は
班
犀
・
学
習
銀
。
文
武
四
贔
以
下
・
丁
丁
官
は
、
金
寸
恩
犀
（
『
高
麗
史
』
巻

　
　
七
十
二
、
輿
服
志
）
。

右
に
お
い
て
も
侍
臣
四
品
以
上
一
但
し
知
計
誰
に
つ
い
て
は
正
四
品
以
上
…
の
存
在
は
、
礼
瀬
上
枢
密
院
の
宰
相
に
準
じ
る
待
遇
を
受
け

て
お
り
、
ま
た
公
服
に
つ
い
て
は
文
武
三
品
以
上
に
準
じ
る
待
遇
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

　
侍
臣
（
内
朝
霞
）
の
場
合
、
国
王
に
侍
従
す
る
そ
の
依
存
的
権
威
に
由
来
し
て
、
官
事
体
系
に
お
け
る
位
置
づ
け
そ
の
も
の
が
一
般
官
僚
（
三

朝
宮
）
よ
り
も
実
質
的
に
上
昇
し
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
点
に
は
特
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
侍
臣
四
晶
以
上
－
狭
義
の
侍
臣
　
　
の
存
在
が
、
宰
臣
・
枢
密
、
及
び
文
武
三
品
以
上
に
準
じ
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
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高麗容宗朝における意思決定の構造（矢木）

正一品

讐霧㌦磁：

　　表一　傳臣一覧蓑

左右散騎常侍

（直門下雀）

（左右諌議大夫）

給事中・中書禽人

御史大夫

（知御史台事）

知制諾（尚書）

知制諾（卿監）

知悉諮（侍郎）

御史中丞 1玉津（少卿監）

　知制諮（郎中）

　知制諾

　知日諮（員外郎）

翰林学士

宝文閣学士

侍講・侍読

直学士・侍制

起居郎・起居舎人

左右補闘〔司諌〕

左右拾遺〔正憲〕

侍御史

殿中侍御史

監察御史 「一直宝燗
〔門下・中書両省〕　　〔御史台〕 〔諸司知欄詰〕 〔翰林院・宝文閣〕

品
品
品

二
　
三
　
三

従
正
従
正四品

従照日

正五品

従五品

正六品

従六日

置
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
は
本
節
に
お
け
る
予
備
的
考
察
と
し
て
確
認
し
て
お
く

（
表
一
参
照
）
。

　
で
は
本
節
冒
頭
に
紹
介
し
た
容
宗
二
年
（
一
一
〇
九
）
夏
六
月
二
十
三
日
（
丙
申
）

に
お
け
る
言
霊
返
還
の
予
備
的
諮
問
会
議
の
構
成
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
侍
臣
の

存
在
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
（
容
宗
四
年
夏
六
月
二
十
三
日
）
丙
申
。
宰
縮
・
台
諌
・
六
部
を
召
し
て
九
城
を
還

　
　
さ
ん
こ
と
を
議
す
。
平
章
事
態
弘
嗣
等
二
十
八
人
、
皆
な
可
と
田
う
。
礼
部
郎
中
朴

　
　
昇
中
、
戸
部
郎
中
韓
相
は
不
可
と
日
う
（
『
高
麗
史
』
巻
十
三
、
容
宗
世
家
）
。

右
の
予
備
的
諮
問
会
議
の
構
成
に
お
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
侍
臣
と
い
う
文
言
そ
の

も
の
は
直
接
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
門
台
諌
・
六
部
し
の
存
在
は
、
実
質

的
に
は
侍
臣
の
概
念
と
潔
白
っ
て
い
る
も
の
と
評
し
て
よ
い
。
な
ぜ
と
い
っ
て
、

台
諌
が
侍
臣
の
概
念
と
相
覆
っ
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
論
じ
る
ま
で
も
な
い
し
、

残
る
六
部
の
存
在
に
関
し
て
も
、
お
よ
そ
将
来
宰
臣
・
枢
密
へ
の
昇
進
を
嘱
望
さ

れ
て
い
る
ほ
ど
の
文
臣
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
れ
ば
、
そ
の
多
く
は
知
制
誰
の
職
名

を
兼
帯
し
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
事
実
上
侍
臣
に
準
じ
る
諸
待
遇
を
受
け
て
い
く
こ

と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
侍
臣
（
台
諌
・
六
部
）
の
存
在
が
、
そ
の

広
狭
い
ず
れ
の
泣
言
に
お
い
て
召
集
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
寵
臣
・
枢
密
（
宰
相
）
と
と
も
に
召
集
さ
れ
て
い
る
点
を
勘
案
し
て
、
一
義
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的
に
は
そ
の
侍
臣
四
品
以
上
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
想
定
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
試
み
に
こ
の
「
宰
相
・
台
諌
・
六
部
」
な
い
し
「
宰
枢
・
待
臣
」
の
存
在
を
、
そ
の
員
額
の
面
か
ら
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
の
四
贔
以
上
の

存
在
は
お
お
む
ね
次
の
通
り
と
な
る
。

　
　
　
宰
稲
：
宰
臣
（
五
員
）
、
纏
密
（
三
員
）
、
（
計
八
員
）

　
　
　
台
諌
：
台
官
（
三
員
）
、
諌
官
（
七
員
）
、
（
計
十
員
）

　
　
　
六
部
：
撲
射
・
尚
書
（
八
員
）
、
丞
・
侍
郎
（
八
員
）
、
（
計
十
六
員
）

右
に
は
一
部
、
人
的
に
重
複
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
1
例
え
ば
尚
書
・
参
知
政
事
は
宰
臣
と
し
て
も
尚
書
と
し
て
も
数
え
ら
れ
る
一
…
正

確
な
数
値
の
算
出
は
期
し
難
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
延
べ
人
数
と
し
て
の
三
十
四
員
は
、
閥
題
の
予
備
的
財
閥
会
議
の
成
員
（
三
十
員
）
と
も
、

そ
の
概
数
と
し
て
は
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

、
も
と
よ
り
王
権
に
従
属
す
る
未
分
化
・
未
確
立
の
こ
の
種
の
諮
問
会
議
の
存
在
に
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
議
席
定
数
と
い
っ
た
も
の
を
想

定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
本
質
的
に
は
無
意
味
な
問
題
設
定
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
な
に
よ
り
礼
部
郎
中
朴
昇
中
（
正
五
品
）
、
戸

部
郎
中
韓
椙
（
正
五
品
）
な
ど
、
侍
臣
四
品
以
上
の
範
疇
か
ら
は
明
ら
か
に
一
等
を
下
る
存
在
が
闇
屋
の
会
議
に
列
席
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
見

本
節
の
所
説
と
も
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
懸
念
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
に
改
め
て
卑
見
を
述
べ
て
お
く
こ
と
と
し
た

い
。

　
①
　
『
大
唐
六
典
』
巻
二
、
尚
書
過
断
「
常
葉
官
。
（
註
）
謂
五
品
以
上
職
事
官
、
　
　
　
　
　
　
『
高
麗
史
』
巻
穴
十
七
、
嘉
礼
、
一
月
三
朝
儀
「
前
一
日
。
…
…
幽
門
…
…
設

　
八
晶
以
上
供
奉
官
、
員
外
郎
、
監
察
御
史
、
太
常
博
士
。
」

②
『
続
資
治
通
謀
長
編
』
巻
二
十
工
、
太
宗
・
太
平
興
国
六
年
九
月
丙
午
条
「
按
、

　
前
代
常
参
官
、
自
一
罷
以
下
、
皆
臼
京
官
。
其
未
謡
曲
、
止
日
未
常
謡
曲
。
」

③
　
噸
高
麗
史
龍
巻
六
十
七
、
嘉
礼
、
元
盛
儀
「
其
日
。
…
…
殿
人
、
引
文
武
四
品

　
以
下
・
常
参
以
上
宮
、
入
殿
庭
位
、
望
外
文
武
九
品
以
上
・
有
禄
諸
撚
務
・
武
班

　
繭
紬
以
上
、
分
立
殿
門
外
。
」

　
文
晶
武
群
山
暑
位
於
陰
葉
申
閉
、
・
：
：
・
文
武
論
ハ
ロ
剛
以
下
位
於
殿
門
外
、
如
正
至
ウ
憲
俄
。
」

　
　
『
高
麗
史
』
巻
七
十
二
、
輿
殿
志
、
百
官
朝
服
「
毅
宗
朝
詳
定
。
凡
正
歪
節
日

　
朝
賀
、
毎
自
軍
大
朝
賀
業
事
、
蔵
置
。
」

④
『
大
唐
六
典
』
巻
二
、
尚
書
吏
部
「
供
奉
官
．
（
註
）
謂
侍
中
、
中
書
令
、
左

　
宕
散
銀
翼
侍
、
黄
門
・
中
書
侍
郎
、
諌
議
大
夫
、
給
墨
画
、
中
嶺
上
人
、
趨
患

　
郎
、
起
居
舎
人
、
左
右
補
闊
・
拾
遺
、
御
史
大
夫
、
御
史
中
丞
、
侍
御
史
、
殿
中
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侍
御
史
。
」

⑤
門
下
・
中
書
両
省
官
お
よ
び
御
史
台
官
を
並
称
し
て
「
台
閣
」
と
い
う
こ
と
は
、

　
た
と
え
ば
後
代
朝
鮮
国
に
お
け
る
極
諌
院
と
司
憲
府
と
が
、
や
は
り
「
台
省
」
－
．
）

　
並
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
傍
証
で
き
よ
う
（
『
増
補
文
献
備
考
細
巻
二
百

　
十
九
、
職
｛
鴇
三
論
ハ
、
ム
悶
省
【
）
。

⑥
『
高
麗
史
』
巻
七
十
六
、
百
官
志
…
、
芸
文
館
「
容
宗
十
一
年
。
…
…
諸
知
制

　
詰
、
亦
立
中
品
行
頭
。
（
識
）
翰
林
院
・
宝
文
閣
算
者
、
上
之
内
知
制
諾
。
他
官

　
兼
者
、
謂
之
外
軍
制
詰
。
」
な
お
こ
の
内
知
制
諮
と
外
形
昏
乱
と
を
並
称
し
て
両

　
樗
と
、
う
。

　
∠
葬
　
　
　
　
レ

⑦
『
高
麗
史
』
審
宗
世
家
、
三
年
春
二
月
鍔
戌
条
「
曲
宴
諸
王
．
宰
枢
・
近
隈
干

　
寿
春
宮
。
」
恵
山
年
春
正
月
丁
卯
条
「
冊
封
望
診
方
侯
捕
。
曲
宴
諸
王
．
宰
纏
．

　
侍
従
。
」
同
四
年
春
二
月
辛
巳
条
「
冊
封
弟
大
原
侯
倖
。
曲
宴
諸
王
・
宰
枢
・
侍

　
買
子
重
光
殿
。
」
同
十
二
年
秋
八
月
置
午
条
「
宴
諸
王
・
両
府
・
傅
血
塗
行
宮
。
－
　

　
以
上
の
「
近
隈
」
「
侍
従
」
「
侍
臣
」
の
概
念
は
、
い
ず
れ
も
実
質
的
に
は
侍
臣
四

　
品
以
上
の
諸
官
僚
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
雷
え
よ
う
。

⑧
待
制
（
以
上
）
と
は
、
翰
林
院
・
宝
文
閣
の
学
士
・
直
学
士
・
待
制
な
ど
の
館

　
職
を
兼
帯
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
翰
林
院
・
宝
文
閣

　
の
諸
臣
が
侍
臣
の
範
曙
に
該
当
す
る
こ
と
が
傍
証
さ
れ
よ
う
。

四
文
武
三
品
以
上

高麗容宗朝における意思決定の構造（矢木）

　
前
節
、
六
月
二
十
三
日
の
予
備
的
諮
問
会
議
の
場
に
お
い
て
、
宰
臣
・
枢
密
お
よ
び
侍
臣
四
悪
以
上
の
協
賛
の
意
思
を
集
約
し
て
い
っ
た
国

王
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
事
実
上
、
既
に
九
城
の
地
の
返
還
の
意
思
決
定
を
行
い
つ
つ
あ
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
東
女
真
の
側

の
正
式
の
返
還
要
請
を
ま
た
な
い
う
ち
は
、
単
に
体
面
上
の
問
題
と
し
て
も
、
こ
れ
を
高
麗
國
側
か
ら
先
取
り
し
て
表
明
す
べ
き
謂
わ
れ
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
容
宗
四
年
（
＝
〇
九
）
夏
六
月
二
十
六
B
（
巴
亥
）
、
東
女
真
の
首
長
蓑
弗
・
単
車
ら
が
来
朝
し
、
翌
二
十
七
日
（
庚
子
）
に
、
国
王
が
彼
ら
に

引
見
を
賜
る
と
、
東
女
真
の
側
か
ら
は
果
た
し
て
九
城
の
地
の
返
還
の
要
請
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
国
王
は
、
同
七
月
初
二
日
（
乙
巴
）
、

新
た
に
諮
問
会
議
を
召
集
し
、
そ
の
協
議
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
翌
初
三
目
（
丙
午
）
、
つ
い
に
掲
瀬
旬
か
ら
の
全
面
的
な
撤
退
を
表
明
す
る
に

至
る
の
だ
が
、
こ
の
間
、
七
月
初
二
日
に
お
け
る
拡
大
諮
問
会
議
の
構
成
に
こ
そ
、
高
麗
國
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
造
が
、
そ
の
最
も
本
質

的
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
（
誤
謬
四
年
秋
七
月
初
二
等
）
乙
巳
。
「
宰
継
」
及
び
「
出
置
・
諸
司
知
制
誰
・
侍
阪
」
「
都
兵
馬
判
官
以
上
」
「
文
武
三
贔
以
上
し
を
寛
政
殿
に
会
し
、
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九
城
を
還
さ
ん
こ
と
の
可
否
を
宣
問
す
。
皆
奏
し
て
可
と
臼
う
（
『
高
麗
史
』
巻
十
三
、
容
宗
世
家
）
。

右
の
拡
大
諮
問
会
議
の
成
員
は
、
こ
れ
を
大
別
四
つ
の
範
瞬
に
分
類
し
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
一
の
範
疇
は
、
中
書
門
下
の
宰
相
（
賊
臣
）
と
枢
密
院
の
宰
相
（
枢
密
）
の
、
い
わ
ゆ
る
「
宰
毒
し
の
範
疇
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

既
に
第
一
節
・
第
二
節
に
お
い
て
検
討
し
た
。

　
第
二
の
範
疇
は
、
「
薫
習
・
諸
司
知
言
行
・
侍
臣
」
の
、
要
す
る
に
侍
臣
の
範
疇
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
侍
臣
は
狭
義
の
そ
れ
－
侍
臣
四

品
以
上
　
　
と
解
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
の
範
階
は
、
「
都
兵
馬
判
官
以
上
」
と
い
う
、
一
種
の
参
謀
本
部
の
参
謀
官
の
範
疇
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
に
若
干
の
説

明
を
補
足
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
も
そ
も
高
麗
国
に
お
い
て
方
面
司
令
官
と
し
て
の
「
兵
馬
使
」
の
官
制
が
確
立
し
た
劃
期
は
、
国
初
、
成
宗
八
年
（
九
八
九
）
春
三
月
に
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
兵
馬
使
。
成
宗
八
年
、
束
・
西
北
面
に
置
く
。
兵
馬
使
一
人
、
三
品
、
玉
帯
紫
襟
、
親
し
く
斧
鐡
を
授
け
、
鎮
に
赴
い
て
闘
外
を
専
制
せ
し
む
。
知
兵
馬

　
　
事
一
人
、
亦
た
三
品
。
兵
馬
副
使
二
人
、
四
品
。
兵
馬
判
官
三
人
、
五
六
晶
。
兵
馬
録
事
四
人
。
又
、
門
下
侍
中
・
中
書
令
・
尚
書
令
を
以
て
判
事
と
為

　
　
し
、
京
誠
に
留
ま
っ
て
こ
れ
を
遙
領
せ
し
む
（
『
高
麗
史
』
巻
七
十
七
、
百
官
志
二
、
外
藩
）
。

右
の
う
ち
、
出
先
の
方
面
司
令
部
に
対
し
て
門
下
侍
中
・
中
書
令
・
尚
書
令
の
、
い
わ
ゆ
る
三
省
の
長
官
（
の
一
人
）
が
遙
領
の
判
事
…
現
地

に
赴
任
し
な
い
長
官
一
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
民
政
の
最
高
機
関
で
あ
る
中
書
門
下
の
使
臣
（
の
一
人
）
が
、
同
時
に
軍

令
を
統
轄
し
て
一
種
の
参
謀
本
部
を
設
立
す
る
と
い
う
構
想
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
種
の
参
謀
本
部
の
存
在
は
、
後
に
都
兵
十
善
の
官
職
と
な

っ
て
定
着
す
る
。

　
　
都
評
議
使
。
国
初
、
都
兵
馬
使
と
称
す
。
文
宗
官
制
を
定
む
る
に
、
判
事
は
侍
中
・
平
章
事
・
参
知
政
事
・
熱
望
文
学
・
知
門
下
国
事
を
以
て
こ
れ
と
為

　
　
し
、
使
は
六
枢
密
お
よ
び
職
事
三
品
以
上
を
以
て
こ
れ
と
為
し
、
講
使
六
人
は
、
正
四
撮
以
上
・
卿
監
・
侍
郎
を
以
て
こ
れ
と
為
し
、
判
官
六
人
は
、
少
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高麗容宗朝における意思決定の構造（矢木）

　
　
卿
以
下
を
以
て
こ
れ
と
為
し
、
録
事
八
人
は
甲
一
権
務
す
。
吏
属
に
記
事
十
二
人
、
記
窟
八
人
、
書
者
四
人
、
箕
士
…
人
有
り
（
『
高
麗
史
』
醤
官
志
）
。

右
の
都
兵
馬
使
（
司
）
の
回
章
に
お
い
て
、
そ
の
都
兵
馬
判
官
以
上
と
い
う
場
合
、
侍
中
・
平
馬
事
・
参
知
政
事
・
政
堂
文
学
・
豊
門
下
潮
事

の
、
要
す
る
に
中
書
門
下
の
宰
相
（
の
｝
人
）
が
任
命
さ
れ
る
判
都
兵
馬
事
に
関
し
て
は
、
人
的
構
成
と
し
て
既
に
第
一
範
疇
の
宰
相
に
包
括
さ

れ
、
ま
た
判
極
密
芸
事
・
枢
密
院
使
・
知
枢
密
無
事
・
同
齢
枢
密
院
事
・
枢
密
院
醗
使
・
群
書
枢
密
院
事
の
、
い
わ
ゆ
る
六
枢
密
、
及
び
職
事

三
品
以
上
（
の
一
人
）
が
任
命
さ
れ
る
都
兵
馬
使
に
関
し
て
も
、
同
じ
く
宰
枢
も
し
く
は
文
武
三
品
以
上
の
第
四
範
疇
（
後
述
）
に
包
括
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
正
四
品
以
上
・
卿
監
・
侍
郎
の
六
人
が
任
命
さ
れ
る
兵
馬
副
使
に
関
し
て
も
、
そ
の
機
密
参
謀
官
と
し
て

の
職
掌
の
重
要
性
を
勘
案
す
る
と
、
実
質
的
に
は
一
言
・
知
制
詰
の
職
名
を
兼
帯
し
た
、
い
わ
ゆ
る
侍
臣
四
品
以
上
の
存
在
が
そ
の
大
半
を
占

め
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
く
と
、
い
わ
ゆ
る
「
都
兵
馬
判
官
以
上
」
の
内
、
新
規
に
会
議
に
参
与
し
て
い
く
の
は
都
兵
馬
判
官
（
六
出
）
の

み
と
な
る
が
、
こ
う
し
た
都
兵
馬
判
官
の
存
在
は
、
そ
れ
が
少
卿
（
従
四
口
㎜
）
以
下
の
諸
官
僚
に
対
し
て
任
命
さ
れ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
他
の
一
連
の
諸
範
疇
　
　
宰
枢
・
侍
臣
四
品
以
上
・
文
武
三
品
以
上
i
と
比
較
し
て
、
明
ら
か
に
一
等
を
下
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
よ
う
。

　
　
　
（
容
宗
十
一
年
秋
七
月
三
十
日
）
辛
酉
。
宣
政
殿
に
御
し
、
上
屋
・
給
電
中
丞
以
上
侍
臣
を
召
し
て
親
し
く
辺
事
を
訪
う
。
又
、
台
省
諸
侍
臣
及
び
（
都
）

　
　
兵
馬
判
宮
を
乾
徳
殿
に
召
し
、
伝
宣
し
て
訪
問
す
（
『
高
麗
史
』
巻
十
四
、
世
辞
世
家
、
再
出
）
。

右
の
諮
問
会
議
の
場
合
に
も
、
宰
枢
・
侍
臣
四
品
以
上
は
内
属
（
宜
政
殿
）
に
お
い
て
国
王
の
薩
接
の
諮
問
に
参
与
し
て
い
く
の
に
対
し
、
そ
れ

以
下
の
諸
侍
臣
や
（
都
）
兵
馬
判
官
の
存
在
は
外
朝
（
乾
繋
累
）
に
お
い
て
国
王
の
間
接
の
諮
問
に
し
か
参
与
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
は
い
な

い
。　

問
題
の
拡
大
諮
問
会
議
に
お
け
る
都
兵
馬
判
官
の
列
席
は
、
そ
の
意
味
で
は
あ
く
ま
で
も
軍
事
決
定
上
の
特
殊
例
と
し
て
の
み
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
い
え
ぼ
前
節
六
月
二
十
三
日
の
予
備
的
諮
聞
会
議
の
場
合
に
も
、
宰
枢
お
よ
び
侍
臣
四
品
以
上
の
他
官
か
ら
は
明
ら
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表二　文武三品以上一覧表

〔文班〕

礼賓卿

司宰卿

礼溌墨霧

工部尚書

殿中監

太僕卿

尚書右嘆

芦部尚書

刑部尚書

秘書監

太府卿

尚書左玉酒

吏部尚書

兵部尚講

国子祭酒

衛尉駈

上
晶
品
口
悶
口
叩
　
　
贔

～
　
一
　
二
二
三
　
　
三

正
従
正
従
事
　
　
従

〔武班〕

神虎衛上将軍

監門衛上将軍

神虎衛大将軍

監門衛大将軍

左右衛上将軍

千牛衛上将軍

左右衛大将軍

千牛衛大将軍

龍虎軍上将軍

金吾衛上将軍

龍虎軍大将軍

金吾衛大将軍

鷹揚軍上将軍

興威衛上将軍

賜揚軍大将軍

興戯衛大将軍

品
品
品
品
煽
　
　
品

一
　
一
　
二
二
三
　
　
一
二

面
従
正
従
臣
　
従

か
に
一
等
を
下
る
礼
部
郎
中
朴
昇
中
（
正
五
品
）
、
戸
部
郎
中
韓
相
（
正
五
　
吻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

．
㎜
）
な
，
が
会
議
の
席
に
参
列
し
、
、
か
も
そ
の
二
人
の
み
が
九
城
返
蛎

還
に
対
し
て
反
対
の
意
見
を
具
申
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
史
料
上

主
た
る
論
拠
は
無
い
が
、
あ
る
い
は
こ
の
二
人
は
都
兵
馬
判
官
の
一
員

と
し
て
、
一
連
の
女
真
戦
争
に
お
け
る
主
戦
論
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た

存
在
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
四
の
範
疇
は
「
文
武
三
品
以
上
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

ま
ず
『
高
麗
史
』
百
官
志
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
容
宗
朝
に
お
け
る
文

武
両
班
の
官
制
を
確
認
し
て
か
か
る
と
こ
ろ
が
ら
始
め
て
み
よ
う
（
表

二
参
照
）
。

　
ま
ず
文
班
三
品
以
上
に
は
、
尚
書
都
省
お
よ
び
六
部
の
長
官
（
僕
射
・

尚
書
）
な
ら
び
に
五
寺
三
監
の
長
官
（
卿
監
）
な
ど
、
唐
棚
の
い
わ
ゆ
る

　
　
　
②

諸
司
長
官
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。
こ
の
う
ち
第
一
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、

枇
侠
耐
射
。
尚
隔
膜
ク
ラ
ス
の
戴
爾
嘗
H
僚
の
・
甲
に
は
参
’
知
政
｛
畢
。
政
賞
｛
文
学
・
．
知

門
下
省
事
な
ど
の
職
名
を
兼
帯
し
て
既
に
宰
臣
の
列
に
加
わ
っ
て
い
る

者
も
お
り
、
尚
書
・
卿
監
ク
ラ
ス
の
諸
官
僚
の
中
に
は
六
枢
密
の
職
名

を
兼
帯
し
て
既
に
枢
密
の
列
に
加
わ
っ
て
い
る
者
も
い
る
。
さ
ら
に
は

第
三
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
尚
書
・
卿
監
・
侍
郎
ク
ラ
ス
の
諸
官
僚
の

中
に
は
台
諌
・
知
制
講
の
職
名
を
兼
帯
し
て
侍
臣
の
列
に
加
わ
っ
て
い
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る
老
も
少
な
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
班
三
品
以
上
に
は
、
つ
と
に
政
局
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
も
の
も
数
多
い
。
し
か

し
そ
の
反
面
の
事
実
と
し
て
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
蒋
に
侍
臣
の
職
名
を
兼
帯
す
る
こ
と
も
な
く
、
事
実
上
勝
馬
．
枢
密
へ
の
昇
進
の
経
路

か
ら
は
外
れ
て
し
ま
っ
た
形
と
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま
史
書
の
裏
面
へ
と
消
え
て
い
っ
た
多
く
の
尚
書
・
卿
監
の
任
官
者
も
ま
た
存
在
し
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
通
常
政
局
の
周
縁
に
位
置
す
る
そ
う
し
た
文
墨
三
晶
以
上
の
存
在
も
ま
た
、
こ
の
拡
大
諮
問
会
議
の
段
階
に
お
い
て
は
国
王

の
意
思
決
定
に
対
す
る
直
接
の
参
与
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。

　
一
方
武
生
三
品
以
上
に
は
、
上
将
軍
（
正
三
贔
）
お
よ
び
大
将
軍
（
従
量
贔
）
の
、
そ
れ
ぞ
れ
二
軍
六
衛
の
名
誉
司
令
官
ポ
ス
ト
が
ず
ら
り
と
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
本
来
自
ら
直
接
に
統
轄
す
べ
き
軍
隊
を
持
た
ず
、
そ
の
点
は
宋
制
の
い
わ
ゆ
る
環
里
宮
に
近
い
。

　
　
左
君
衛
。
厳
正
十
領
、
精
勇
三
領
。
衛
に
上
将
軍
一
人
、
正
三
品
、
大
将
軍
一
人
、
従
三
品
を
置
き
、
領
毎
に
将
軍
各
～
人
、
正
四
品
、
中
郎
将
各
二

　
　
人
、
正
五
品
、
郎
将
各
五
人
、
正
六
品
、
別
将
器
五
人
、
正
七
品
、
驚
喜
各
五
人
、
正
八
贔
、
尉
各
二
十
人
、
土
呂
贔
、
隊
正
野
四
十
人
を
置
く
（
『
高

　
　
麗
史
』
巻
七
十
七
、
百
窟
志
二
、
西
班
）
。

右
は
高
麗
国
の
二
軍
六
衛
の
う
ち
、
特
に
そ
の
左
右
衛
を
例
と
し
て
各
将
官
の
編
綱
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
軍
籍
上
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

編
制
単
位
…
1
軍
人
一
千
人
置
以
て
一
領
を
編
成
す
る
一
に
対
応
す
る
各
将
官
の
指
揮
系
統
が
、
将
軍
を
頂
点
と
し
て
上
大
将
軍
に
は
及
ん

で
い
な
い
と
い
う
こ
の
一
点
に
は
、
高
麗
国
に
お
け
る
軍
隊
統
轄
上
の
、
あ
る
重
要
な
配
慮
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

高
麗
後
期
に
お
け
る
各
種
の
武
臣
の
墓
誌
な
ど
を
見
て
も
「
将
軍
某
の
下
の
郎
将
に
任
命
さ
れ
た
」
な
ど
と
い
っ
た
記
述
が
見
え
て
お
り
、
こ

の
こ
と
か
ら
も
上
大
将
軍
が
軍
隊
の
直
接
の
指
揮
系
統
か
ら
は
隔
絶
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
一
端
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
将
軍
か
ら
上
大
将
軍
へ
と
昇
進
し
て
い
っ
た
諸
武
臣
は
、
そ
の
権
力
分
散
の
配
慮
に
よ
り
、
直
接
の
部
隊
指
揮
権
か
ら
は
隔
絶
さ
れ
、
有

事
の
際
の
司
令
官
要
員
と
し
て
、
い
わ
ば
飼
い
殺
し
の
待
遇
を
受
け
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
反
面
、
そ
の
有
為
の
人
材
に
対
し
て
は
、

左
右
僕
射
・
兵
部
尚
書
・
刑
部
尚
書
・
芦
部
尚
書
・
工
部
尚
書
な
ど
、
文
官
職
を
兼
任
す
る
と
い
う
官
途
が
新
た
に
用
意
さ
れ
て
お
り
、
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

的
に
は
こ
の
官
途
を
経
て
宰
臣
に
準
じ
る
地
位
に
ま
で
昇
進
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
に
不
可
能
な
事
柄
で
は
な
か
っ
た
。

127 （273）



　
一
体
に
高
麗
毅
宗
朝
の
末
に
は
有
名
な
武
臣
の
乱
が
起
こ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
高
麗
前
期
の
官
制
は
し
ば
し
ば
文
臣
偏
重
の
弊
害
を
持
っ
て
い

た
と
い
わ
れ
、
事
実
筥
制
の
運
用
面
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
も
認
め
ら
れ
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
要
は
武
臣
の
中
か
ら
そ
れ

だ
け
の
人
材
が
現
れ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
官
制
の
原
理
的
・
理
念
的
な
構
造
自
体
に
お
い
て
は
、
必
ず
し

も
武
臣
の
待
遇
の
み
が
不
当
に
薦
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
文
武
均
衡
の
理
念
に
立
脚
し
て
、
武
班
三
品
以
上
の
存

在
も
ま
た
、
こ
の
拡
大
諮
問
会
議
の
段
階
に
お
い
て
は
国
王
の
意
思
決
定
に
対
す
る
直
接
の
参
与
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。

　
以
上
に
確
認
し
た
四
つ
の
範
疇
は
、
い
わ
ば
高
麗
国
に
お
け
る
最
高
級
官
僚
層
i
一
こ
こ
で
は
国
王
の
意
思
決
定
の
過
程
に
直
接
参
与
し
得

る
存
在
と
し
て
い
う
の
で
あ
る
一
を
形
成
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
最
高
級
官
僚
層
の
存
在
は
、
こ
れ
を
『
高
麗
史
』
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

文
脈
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
儀
礼
史
料
を
挙
げ
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
（
島
町
元
年
秋
七
月
十
日
）
己
亥
。
王
、
「
両
府
」
「
台
省
・
両
制
」
お
よ
び
「
三
品
官
」
を
率
い
て
親
し
く
干
天
上
帝
を
会
客
殿
に
祀
り
、
配
す
る
に
太

　
　
祖
を
以
て
し
て
、
繭
を
蕎
る
（
『
高
麗
史
』
巻
十
二
、
容
宗
世
家
）
。

　
　
　
（
密
宗
三
年
夏
五
月
十
二
日
）
辛
酉
。
王
、
「
宰
枢
」
「
近
侍
偏
「
文
武
三
品
以
上
」
を
率
い
て
昊
天
五
方
帝
を
会
慶
殿
に
醜
る
（
『
高
麗
史
』
巻
十
二
、
容

　
　
宗
世
家
）
。
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右
は
高
麗
国
王
に
よ
る
祭
天
の
儀
礼
　
　
い
わ
ば
天
帝
に
対
す
る
意
思
表
明
の
行
為
1
一
で
あ
る
が
、
こ
の
内
、
「
両
制
」
と
見
え
て
い
る
の

は
内
知
落
毛
と
外
知
制
諮
と
の
並
称
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
ω
二
二
・
枢
密
、
②
侍
臣
四
品
以
上
、
③
文
武
三
品
以
上
の
存
在
が
、

国
王
の
意
思
行
為
に
対
す
る
協
賛
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
都
兵
馬
判
官
以
上
の
範
疇
は
こ
こ
で
は
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
が
、
前
述
の
通
り
こ
れ
は
軍
事
決
定
に
の
み
関
わ
る
一
個
の
特
殊
範
疇
に
し
か
過
ぎ
ず
、
一
般
的
模
式
と
し
て
は
む
し
ろ
こ
れ

を
除
外
し
て
お
い
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
思
う
に
高
麗
国
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
造
と
は
、
論
え
ぱ
中
心
か
ら
周
縁
へ
、
周
縁
か
ら
中
心
へ
と
絶
え
ず
波
及
・
収
轍
を
繰
り
返
す
池

水
の
波
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
国
正
は
、
ま
ず
宰
臣
・
枢
密
の
協
賛
の
意
思
に
立
脚
し
て
通
常
レ
ベ
ル
の
行
政
意
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思
を
決
定
し
、
次
に
宰
臣
・
枢
密
・
侍
臣
四
品
以
上
の
協
賛
の
意
思
に
立
脚
し
て
重
要
レ
ベ
ル
の
行
政
意
思
を
決
定
し
、
最
後
に
宰
臣
・
枢
密

・
侍
臣
四
品
以
上
・
文
武
三
品
以
上
の
協
賛
の
慧
思
に
立
脚
し
て
最
重
要
レ
ベ
ル
の
行
政
意
思
を
決
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
試
み
に
こ
の
最
高
級
官
僚
層
の
存
在
を
、
そ
の
員
額
の
爾
か
ら
整
理
し
て
お
く
と
、

　
　
宰
枢
：
宰
臣
（
五
員
）
、
枢
密
［
（
三
員
）
、
（
計
八
員
）

　
　
侍
臣
：
台
官
（
三
員
）
、
諌
嘗
（
七
員
）
、
知
制
誰
（
兼
官
）
、
（
計
十
員
）

　
　
　
三
品
：
文
班
三
品
以
上
（
十
六
員
）
、
武
班
三
晶
以
上
（
十
六
員
）
、
（
計
三
十
二
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
こ
で
も
そ
の
人
的
構
成
に
は
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
ま
た
王
寺
三
等
の
判
事
な
ど
、
一
種
の
名
誉
待
遇
職
を
捨
象
し
て
い
る
部
分
も

あ
る
の
で
、
や
は
り
正
確
な
数
値
の
算
出
は
期
し
難
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
延
べ
人
数
と
し
て
の
五
十
員
は
、
一
応
の
概
数
と
し
て
は
参
考
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
る
。
高
麗
国
に
お
け
る
内
外
現
任
受
禄
官
の
員
額
が
、
一
説
に
三
千
余
員
な
ど
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
二
％
に
も
満
た
な
い
こ
れ
ら
五
十
員

前
後
の
最
高
級
官
僚
層
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
王
一
個
人
に
お
け
る
最
高
意
思
が
形
成
さ
れ
て
い
く
国
家
と
は
、
そ
れ
自
体
十
分
に
専
綱
的
な
国

家
形
態
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
反
面
、
こ
の
よ
う
に
し
て
支
配
階
級
一
般
の
意
思
を
尊
重
し
て
い
く
君
主
舗
の
あ
り
方
は
、
朝
鮮
半

島
に
お
い
て
現
出
し
た
君
主
権
一
般
に
も
北
谷
す
る
高
麗
国
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
い
わ
ば
貴
族
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

的
君
主
制
の
形
態
と
で
も
評
価
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
　
こ
の
場
合
の
侍
臣
の
概
念
は
、
台
諌
・
憶
想
諾
と
羅
列
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

　
の
で
、
特
に
そ
の
翰
林
院
・
宝
刀
閣
の
諸
臣
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ

　
う
。
但
し
宝
文
閣
の
官
制
は
こ
の
段
階
で
は
存
在
し
な
い
。

②
　
　
『
大
唐
六
典
臨
巻
一
一
、
尚
書
吏
部
「
諸
司
長
官
。
（
註
）
謂
三
品
以
上
長
官
…

　
…
。
」

③
『
宋
史
隔
巻
一
百
六
十
六
、
職
官
志
穴
、
環
衛
官
「
諸
遡
上
将
軍
・
大
将
軍
・

　
将
軍
、
並
臭
覚
衛
宮
、
無
定
員
、
皆
命
宗
室
為
之
、
亦
為
武
臣
之
製
缶
。
大
将
軍

　
以
下
、
上
覧
武
官
責
降
上
官
。
政
和
中
、
改
武
臣
官
舗
、
而
環
衛
如
故
。
蓋
錐
有

　
四
十
八
階
、
別
無
所
領
数
也
。
」

④
　
　
『
高
麗
史
』
巻
八
十
一
、
兵
憲
一
、
総
序
「
高
麗
太
祖
、
統
一
一
二
韓
、
始
置

　
六
衛
、
衛
有
三
十
八
領
、
領
各
千
人
、
上
下
粗
維
、
体
統
金
属
、
庶
幾
乎
唐
府
衛

　
上
灘
突
。
」

⑤
　
『
韓
国
金
石
全
文
』
四
五
五
、
金
仲
亀
墓
誌
「
年
少
、
以
大
金
暖
昌
五
年
甲

　
寅
、
起
家
、
補
康
陵
直
。
明
年
冬
、
愚
筆
、
拝
金
吾
衛
侯
領
散
員
。
神
宗
奇
之
、

　
召
入
内
侍
。
尋
転
細
別
将
、
加
将
軍
純
永
下
郎
将
。
」
な
お
原
本
は
金
吾
衛
侯
領

　
数
員
を
金
吾
里
謡
散
真
に
誤
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
文
脈
に
よ
っ
て
改
め
た
。
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『
韓
国
金
石
全
文
幽
三
七
五
、
申
甫
純
墓
誌
「
公
未
弱
冠
従
軍
。
二
十
五
歳
、

　
受
自
己
下
品
正
。
落
雷
七
年
壬
申
、
拝
守
弥
下
校
尉
。
辛
巳
、
崔
藤
下
吏
員
。
乙

　
酉
、
彦
清
下
智
将
。
」
こ
の
尊
称
、
崔
清
、
彦
清
な
ど
の
諸
武
隠
も
、
お
そ
ら
く

　
は
将
軍
な
い
し
中
郎
．
将
と
し
て
部
隊
指
揮
官
の
地
位
を
占
め
て
い
た
も
の
で
あ
ろ

　
う
。

⑥
　
一
例
と
し
て
、
審
宗
朝
の
武
臣
雀
挺
は
、
金
吾
屋
上
将
軍
：
工
部
尚
書
（
粛
六

　
年
十
一
月
）
、
尚
書
右
僕
射
・
鷹
揚
以
上
将
軍
（
容
即
位
年
十
一
月
）
、
判
尚
書
工

　
部
竣
（
容
七
年
九
月
）
を
歴
任
し
、
、
検
校
司
徒
・
参
知
政
纂
を
加
え
ら
れ
て
致
仕

　
（
容
八
年
二
月
）
、
守
司
空
・
尚
書
左
僕
射
・
判
尚
書
兵
部
審
を
以
て
卒
し
、
識

　
を
貞
毅
と
定
め
ら
れ
た
（
容
十
三
年
閏
十
月
）
。
実
際
に
賊
臣
と
し
て
政
局
に
参
与

　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
待
遇
は
宰
臣
に
準
じ
る
も
の
で
あ
る
。

⑦
『
高
麗
史
』
容
宗
世
家
、
七
年
夏
五
月
戊
寅
条
「
集
三
晶
以
上
於
玉
璽
都
監
、

　
問
禦
辺
膜
壁
。
」
同
十
年
秋
八
月
条
「
遼
将
伐
女
真
、
遣
使
来
請
兵
。
乙
巳
。
複

　
宰
枢
・
侍
臣
・
都
兵
馬
判
官
・
諸
衛
大
将
軍
以
上
、
問
至
再
三
、
写
譜
定
議
。
」

　
岡
十
～
年
春
三
月
辛
卯
条
「
遼
来
遠
城
、
牒
『
昨
三
生
女
真
及
東
京
渤
海
背
乱
、

　
致
不
広
収
得
一
霞
。
官
司
難
有
見
在
穀
粟
、
所
有
正
軍
外
平
蔵
民
意
、
闘
少
鞍

　
儲
。
権
隠
鶴
翼
米
貨
五
万
石
、
購
済
民
戸
。
比
候
来
秋
、
却
具
上
借
米
貨
、
碩
斜

　
還
充
、
必
不
閾
少
。
』
王
命
両
府
・
寝
癖
・
侍
臣
・
知
制
諮
・
文
武
三
品
・
都
兵

　
馬
判
官
以
上
、
会
議
中
書
省
。
扁

⑧
　
例
え
ば
正
宗
朝
の
軍
糧
金
華
倫
は
、
政
事
を
罷
め
て
潤
秘
書
省
事
に
任
命
さ
れ

　
（
『
高
麗
史
』
巻
九
十
七
、
金
富
倫
伝
）
、
同
じ
く
仁
宗
朝
の
宰
以
遠
公
仁
は
、
政

　
事
を
罷
め
て
判
国
子
監
事
に
任
命
さ
れ
て
い
る
（
『
高
麗
史
隠
巻
一
百
二
十
五
、
姦

　
臣
、
文
公
国
書
）
。

⑨
『
宣
和
奉
使
臣
素
図
経
』
巻
十
六
、
官
府
、
倉
環
「
内
外
見
任
受
警
官
、
三
千

　
余
員
。
散
官
同
正
、
無
禄
給
田
者
、
又
一
万
匹
千
余
興
。
」

⑩
　
国
王
と
最
高
級
官
僚
層
と
の
関
係
は
、
一
般
理
論
と
し
て
は
、
前
階
級
社
会
に

　
お
け
る
軍
事
首
長
と
、
そ
れ
を
任
免
す
る
諸
首
長
会
議
と
の
関
係
に
ま
で
遡
る
こ

　
と
が
で
き
よ
う
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
高
麗
国
の
一
連
の
女
真
戦
争
を
題
材
と
し
て
、
高
麗
容
二
輪
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
造
を
、
そ
の
官
僚

機
構
と
い
う
場
の
構
造
分
析
に
即
し
て
検
討
し
て
き
た
私
た
ち
は
、
結
論
と
し
て
こ
れ
を
ω
黒
谷
・
枢
密
、
②
侍
臣
四
品
以
上
、
③
文
武
三
品

以
上
と
い
う
大
別
三
つ
の
構
成
要
素
に
分
節
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
統
括
し
て
高
麗
国
に
お
け
る
最
高
級
官
僚
層
と
い
う
概
念
を
措
定
し
て
お
い

た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
つ
、
お
わ
り
に
当
た
っ
て
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
結
論
と
し
て
の
最
高
級
官
僚
層
と
い
う

措
辞
が
、
決
し
て
漠
然
と
最
高
級
の
官
僚
層
を
指
し
て
い
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
私
な
り
に
高
麗
官
僚
制
度
の
全
構
造
を
把
握
し
た
う

え
で
、
こ
れ
を
一
連
の
構
造
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
中
国
無
代
の
制
度
で
は
、
秩
比
二
千
石
以
上
（
卿
身
分
に
相
当
）
に
銀
印
青
綬
、
秩
比
六
百
石
以
上
（
大
夫
身
分
に
相
当
）
に
銅
印
墨
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綬
、
秩
比
二
百
石
以
上
（
上
士
身
分
に
相
当
）
に
は
銅
印
黄
綬
を
授
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
古
典
的
身
分
概
念
に
即
応
し
て
官
僚
貴
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
対
す
る
諸
待
遇
が
明
確
に
差
等
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
中
国
唐
朝
の
綱
度
で
は
、
官
二
三
晶
以
上
（
卿
身
分
に
網
嶺
）
、
五
贔
以
上
（
大
夫
身

分
に
柑
轟
）
、
七
品
以
上
（
上
士
身
分
に
相
当
）
、
九
愚
以
上
（
下
士
身
分
に
権
巌
）
を
そ
れ
ぞ
れ
分
節
構
造
線
と
し
て
、
こ
こ
で
も
官
僚
貴
族
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
諸
待
遇
が
明
確
に
差
等
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
圏
官
僚
捌
度
の
根
幹
を
な
す
極
め
て
常
識
的
な
事
柄
に
し
か
過

ぎ
な
い
が
、
実
は
こ
う
し
た
中
国
宮
風
合
度
に
お
け
る
基
本
的
な
分
節
構
造
は
、
唐
朝
の
官
給
に
関
し
て
は
そ
の
ま
ま
に
、
漢
語
の
禄
俸
に
関

し
て
は
そ
の
十
分
の
一
（
二
酉
石
・
六
十
石
・
二
十
石
）
と
い
う
数
値
を
と
っ
て
、
高
麗
前
期
の
官
僚
制
度
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
に
継
受
さ
れ
て

い
る
も
の
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
官
品
三
品
以
上
・
禄
二
百
石
以
上
（
た
だ
し
二
百
石
を
含
ま
な
い
）
の
最
高
級
官
僚
層
に
関
し
て
は
、
こ
れ
に
王
事
中
・
中
書
舎
人
・
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

史
中
丞
な
ど
の
、
侍
臣
四
品
・
禄
二
薫
石
の
存
在
を
加
え
れ
ば
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
ω
宰
臣
・
枢
密
、
②
侍
臣
四
品
以
上
、
㈲
文
武
三

品
以
上
の
存
在
が
、
こ
こ
に
過
不
足
な
く
包
括
さ
れ
て
い
く
。

　
第
二
に
官
品
五
品
以
上
・
禄
六
十
石
以
上
（
た
だ
し
穴
十
石
を
含
ま
な
い
）
の
高
級
官
僚
層
に
関
し
て
は
、
　
こ
れ
に
左
右
補
筆
（
正
言
）
・
監
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

御
史
な
ど
の
、
侍
臣
六
贔
・
禄
六
十
石
の
存
在
を
加
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
常
理
官
の
範
曙
が
こ
こ
に
過
不
足
な
く
包
括
さ
れ
て
い
く
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
　
　
（
容
宗
四
年
夏
五
月
二
十
二
矯
）
丙
寅
。
宰
枢
及
び
文
武
常
極
官
に
命
じ
て
東
辺
の
事
宜
を
議
奏
せ
し
む
（
『
高
麗
史
』
巻
十
二
、
誉
愚
輩
家
）
。

本
稿
に
お
い
て
は
敢
え
て
捨
象
し
た
事
柄
に
属
す
る
が
、
右
の
高
級
官
僚
層
の
存
在
は
、
国
王
の
意
思
決
定
の
過
程
に
お
け
る
間
接
的
な
参
与

者
と
し
て
、
一
定
程
度
、
最
高
級
官
僚
層
に
お
け
る
議
論
を
補
完
す
る
た
め
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

　
第
三
に
官
鹸
七
晶
以
上
・
禄
二
十
石
以
上
（
た
だ
し
二
十
石
を
含
ま
な
い
）
の
上
級
官
僚
層
に
関
し
て
は
、
こ
れ
が
高
麗
国
に
お
け
る
職
役
緯
度

一
般
に
関
連
し
て
、
ま
さ
し
く
貴
族
・
平
罠
両
階
級
の
分
節
構
造
線
を
成
し
て
い
る
と
い
う
点
に
着
狡
し
た
い
。
例
え
ば
官
奏
七
贔
以
上
の
子

弟
に
は
、
遅
く
と
も
顕
宗
十
五
年
（
一
〇
二
㎎
）
以
来
、
原
則
的
に
は
兵
役
免
除
の
特
権
が
賦
与
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
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（
靖
宗
七
年
秋
九
月
）
丁
未
朔
。
尚
書
兵
部
、
奏
す
ら
く
「
選
軍
別
監
、
文
武
七
品
以
上
の
員
の
子
弟
を
選
取
し
、
業
文
赴
挙
を
除
く
の
外
、
並
び
に
軍

　
　
伍
に
充
て
ん
と
す
。
こ
れ
安
き
に
危
う
き
を
忘
れ
ざ
る
の
慮
り
と
難
も
、
然
れ
ど
も
皆
累
世
勲
旧
の
子
孫
な
り
、
故
に
祖
宗
以
来
、
役
に
与
ら
ず
。
況
ん

　
　
や
甲
子
（
顕
宗
十
五
年
）
・
丙
子
（
靖
宗
二
年
）
年
問
に
在
り
て
已
に
禁
捌
有
り
。
た
だ
に
其
の
先
世
の
功
を
忘
る
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
た
旧
制
に
違
え

　
　
り
。
請
う
ら
く
は
隊
伍
に
充
つ
る
勿
れ
偏
と
。
こ
れ
に
従
う
（
『
高
麗
史
』
巻
六
、
靖
宗
瞳
家
）
。

右
の
兵
役
免
除
の
特
権
が
、
貴
族
階
級
に
お
け
る
家
格
・
教
養
の
維
持
、
延
い
て
は
そ
の
貴
族
と
し
て
の
人
的
再
生
産
に
お
い
て
一
つ
の
決
定

的
な
重
要
性
を
揚
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
第
四
に
官
贔
九
品
以
上
：
蒋
禄
以
上
の
下
級
官
僚
層
に
関
し
て
は
、
こ
れ
に
準
流
内
官
の
い
わ
ゆ
る
権
衡
官
を
加
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
貴

族
・
平
民
両
階
級
の
一
種
の
接
壌
地
帯
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
　
仁
宗
論
、
式
目
都
監
、
学
式
を
詳
毒
す
る
に
、
国
子
学
生
は
、
文
武
官
三
品
以
上
の
子
・
孫
…
…
を
以
て
こ
れ
と
為
し
、
太
学
生
は
、
文
武
官
五
贔
以
上

　
　
の
子
・
孫
…
…
を
以
て
こ
れ
と
為
し
、
四
門
学
生
は
、
…
…
文
武
早
馬
晶
以
上
の
子
を
以
て
こ
れ
と
為
す
。
三
学
生
、
お
の
お
の
三
百
人
、
学
に
在
り
て

　
　
は
歯
を
以
て
序
す
。
…
…
其
の
律
学
・
書
学
・
算
学
は
、
皆
国
子
学
に
灘
い
、
律
・
書
・
籏
、
及
び
州
県
学
生
は
、
並
び
に
八
品
以
下
の
子
、
及
び
庶
人

　
　
を
以
て
こ
れ
と
為
す
。
七
品
以
上
の
子
の
情
願
す
る
者
は
、
聴
す
（
『
高
麗
史
』
巻
七
十
四
、
選
挙
志
二
、
学
校
）
。

右
の
学
式
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
官
倉
八
品
以
下
の
い
わ
ゆ
る
下
級
官
僚
層
に
関
し
て
は
、
そ
の
子
弟
の
王
京
集
住
を
前
提
と
せ
ず
、

平
民
階
級
（
庶
人
）
と
同
様
に
地
方
の
州
県
学
に
在
籍
す
る
こ
と
が
通
例
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
、
黒
蟻
七
贔
以
上
の
世
襲
的
貴
族
階
級
に

関
し
て
は
、
そ
の
子
弟
の
王
京
集
住
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
国
子
学
・
大
学
・
四
門
学
に
在
籍
す
る
こ
と
が
通
例
と
さ
れ
て
い
る
点
と
著

し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
下
級
官
僚
層
の
人
的
構
成
が
、
そ
の
半
ば
近
く
を
脊
吏
出
職
者
i
一
般
事
務
職
（
平
民
職
）

か
ら
下
級
官
僚
層
（
貴
族
職
）
へ
と
昇
進
し
て
い
っ
た
人
々
一
i
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
一
つ
の
推
測
的
事
実
に
対
応
す
る
事
柄
で

あ
っ
て
、
こ
の
種
の
平
民
出
身
者
か
ら
な
る
下
級
官
僚
層
に
対
し
て
は
、
そ
の
本
人
の
み
に
限
定
さ
れ
た
い
わ
ば
一
代
貴
族
と
し
て
の
諸
特
権

し
か
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
官
品
題
晶
以
上
の
世
襲
的
貴
族
階
級
に
関
し
て
は
、
そ
の
子
弟
に
対
す
る
前
述
の
兵
役
免
除
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の
特
権
の
外
、
特
に
そ
の
官
品
五
品
以
上
の
子
弟
に
は
、
ほ
ぼ
自
動
的
に
下
級
官
僚
層
へ
の
任
官
資
格
を
認
定
す
る
と
い
う
蔭
叙
の
制
度
i

そ
の
任
官
資
格
の
具
体
的
な
表
象
と
し
て
は
、
ひ
と
ま
ず
軍
器
注
簿
中
正
（
正
八
晶
）
、
良
醍
令
三
后
（
正
八
陥
）
、
良
醍
丞
同
正
（
正
九
章
）
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
、
い
わ
ゆ
る
同
正
命
が
授
与
さ
れ
る
一
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
下
級
官
僚
層
の
人
的
構
成
が
、
そ
の
半
ば
近
く
を
こ
の
種

の
門
蔭
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
今
一
つ
の
推
測
的
事
実
に
対
応
す
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
高
麗
官
僚
制
度
に
お
け
る
分
節
構
造
は
、
も
ち
ろ
ん
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
高
麗
国
に
お
け
る
中
国
唐
制
の
継

受
と
い
う
一
般
論
と
し
て
は
極
め
て
周
知
の
事
柄
を
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
再
確
認
し
た
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
問
題
は
む
し
ろ
こ
う
し
た

三
品
以
上
・
五
品
以
上
・
七
品
以
上
の
分
節
構
造
が
、
高
麗
後
期
に
お
け
る
官
僚
身
分
体
系
の
全
構
造
的
な
変
動
の
結
…
果
と
し
て
、
忠
宣
即
位

年
（
＝
エ
〇
九
）
の
官
制
改
革
以
降
、
二
品
以
上
・
四
品
以
上
・
六
品
以
上
の
分
節
構
造
へ
と
再
編
さ
れ
、
こ
れ
が
次
代
朝
鮮
国
に
お
け
る
官
欄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
、
ほ
ぼ
原
型
と
し
て
継
受
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点
に
あ
る
（
図
二
参
照
）
。

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
鮮
官
制
発
達
史
上
、
若
し
く
は
朝
鮮
社
会
構
成

朝【朝鮮王【高麗前期】

正一品 正～品

従一品　卿 従一品　卿

正二品 正二品

従二品 従二品

正三品
　正三晶rr膠■曹膠膠蟹．甲，　　，．r■騨噂●　　卿■・ρ　　曽。

従三最 三三晶　大夫

正四品 正四品

従四品 従四三
，層層　r膠響■層　「　　　．，．，，辱塾鱒ヴ．鼻．喧，・噂

正五品　大夫 正五品

從五品 従五品　上士

正六贔 正六品

従六品 従六品
町　．　卿　膠　．　曹　P　，，　騨　，　，　奪　響　■　暫　●　■　膠　■　膠　曹　．　．　曹　．　，　．

正七品　上士 正七品

従七品 従七削

正八品 正八品

従八品 従八品

正九品　下士 正九品　下士

従九品 従九贔

1二　官品構造概念図

史
上
、
真
に
劃
期
的
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
と
臼
す

べ
き
こ
の
点
を
そ
の
全
面
に
わ
た
っ
て
検
証
し
て
い

く
作
業
に
関
し
て
は
、
私
と
し
て
し
ば
ら
く
後
考
に

ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
、
一
点
だ
け
そ
の

代
表
的
な
論
点
を
予
告
し
て
お
く
と
、
例
え
ば
朝
鮮

国
の
『
成
宗
康
靖
大
王
実
録
』
に
は
、

　
　
旧
例
、
凡
そ
大
事
有
れ
ば
、
嘉
善
（
文
武
従
二
晶
）

　
　
以
上
を
し
て
会
議
せ
し
む
（
『
成
宗
康
靖
大
王
実
録
』
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巻
五
十
九
、
六
年
九
月
戊
午
）
。

等
々
の
記
述
が
兇
え
て
お
り
、
こ
こ
で
も
国
政
上
の
最
重
要
案
件
に
関
し
て
は
、
文
武
二
品
以
上
の
い
わ
ゆ
る
堂
上
が
、
国
王
の
意
思
決
定
の

過
程
に
直
接
に
参
与
し
て
い
く
形
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
私
の
い
わ
ゆ
る
最
高
級
官
僚
層
の
概
念
は
、
文
武
三
品
以
上
か
ら
文
武
二
品
以
上
へ
と
そ
の
相
対
的
位
置
づ
け
を
変
え
つ
つ
も
、

ら
朝
鮮
国
へ
の
歴
史
を
通
じ
て
確
か
に
継
受
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
麗
国
か
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①
　
　
『
漢
審
』
巻
十
九
上
、
百
官
公
卿
表
。

②
　
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
所
収
の
諸
条
を
参
照
の
こ
と
。

③
こ
れ
ら
の
給
舎
中
丞
は
、
本
来
厳
密
な
意
昧
で
は
最
高
級
官
僚
層
の
概
念
に
は

　
該
当
せ
ず
、
例
え
ば
仁
宗
朝
制
定
の
致
仕
官
禄
の
頭
嚢
に
お
い
て
も
、
そ
の
特
典

　
の
対
象
と
な
る
最
高
級
官
僚
膚
（
霊
品
以
上
）
の
範
疇
か
ら
、
こ
の
論
結
中
丞
の

　
存
在
は
除
外
さ
れ
て
い
る
（
『
高
麗
史
』
巻
八
十
、
食
貨
志
三
、
禄
俸
、
致
仕
官
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
霧
側
に
侍
従
す
る
そ
の
職
掌
の
重
要
性
に
依
存
し
て
、
現
実
的

　
に
は
最
高
級
官
僚
層
に
準
じ
る
存
在
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ

　
う
。

④
　
左
右
補
闘
（
正
言
Y
號
察
御
史
に
関
し
て
も
、
本
来
厳
密
な
意
味
で
は
高
級
官

　
革
綴
（
五
品
以
上
）
の
概
念
に
は
該
当
し
な
い
が
、
や
は
り
現
実
的
に
は
そ
れ
に

　
準
じ
る
存
在
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑤
権
務
官
の
存
在
も
、
本
来
厳
密
な
意
味
で
は
下
級
官
僚
層
（
九
品
以
上
）
の
概

　
念
に
は
該
惑
し
な
い
が
、
そ
れ
に
準
じ
る
存
在
と
し
て
理
解
し
て
お
く
。

⑥
拙
稿
「
高
麗
官
壕
制
度
の
概
観
－
外
官
へ
の
例
調
を
中
心
に
一
」
（
『
東
洋

　
史
研
究
恥
第
四
十
九
巻
第
一
号
、
一
九
九
〇
年
、
京
都
、
爽
洋
史
研
究
会
）
参
照
。

　
右
の
拙
稿
は
、
列
伝
・
墓
誌
類
を
題
材
と
し
て
高
麗
前
期
に
お
け
る
科
挙
出
身
・

　
門
蔭
出
身
．
二
重
出
職
の
諸
官
僚
の
昇
進
経
路
の
模
式
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ

　
た
が
、
そ
の
際
、
こ
の
官
命
七
品
以
上
・
禄
二
十
石
以
上
に
お
け
る
上
級
．
下
級

　
官
僚
層
の
分
節
構
造
線
を
明
確
に
把
握
し
切
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
右
の
拙

　
稿
に
お
け
る
幾
つ
か
の
欠
陥
の
う
ち
、
そ
の
最
も
本
質
的
な
欠
陥
の
一
つ
を
な
し

　
て
い
る
。

　
　
　
（
京
都
数
学
研
修
員
　
京



The　Structure　of　Decision－making　in　the　Reign　of

　　King　Yejong容宗of　the　Kory6高麗Dynasty

by

YAGI　Takeshi

　　In　the　Kory6　state，　which　was　established　in　the　Korean　peninsula　in

918，　the　people　were　ruled　by　a　kind　of　monarchy，　but　that　monarchy　was

not　necessarily　a　despotic　one．　The　klng　respected　the　opinion　of　the

ruling　c！asses　and　often　called　meetings　to　consult　wlth　such　aristocratic

o田cials　as　the　councillors宰臣・痴話，　attendants　o｛the　fourt1λgrade　and

upward侍臣四品以上，　and　o鐙cials　of　the　third　grade　and　upward文武ヨ晶

以上．Astate　in　which　soエne丘fty　or　so　men　guided　the　decisions　of　the

king　in　important　manners　can　stlll　of　course　be　ca！ied　despotic，　but

considering　the　respect　that　the　king　accorded　to　the　consensus　of　the

ruling　classes，　this　form　of　monarchy　might　better　be　regarded　as　an

aristocratic　than　a　despotic　one．　This　characteristic　feature　was　not

peculiar　to　the　Kory6　state　but　was　true　of　all　dynasties　establishecl

on　the　Korean　peninsula．　ln　this　paper　the　writer　takes　as　material　a

series　of　wars　with　the　Jurchens　in　the　tweifth　century，　and　with　an　eye

towards　the　formal　bureaucratic　strusture　intends　to　formulate　an　ex－

planation　of　tke　structure　of　decision　in　the　Kory6　state．
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